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２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）
の
秋
か
ら
、
東
京
都
が
開

催
す
る
審
議
会
は
原
則
公
開
す
る
方
針
と
な
り
、
不
健
全

図
書
（
青
少
年
の
健
全
な
育
成
を
阻
害
す
る
お
そ
れ
の
あ

る
図
書
）
の
指
定
を
決
め
る
会
議
・
青
少
年
健
全
育
成
審

議
会
も
同
年
11
月
か
ら
傍
聴
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し

た
。
こ
の
動
き
が
あ
っ
た
の
は
、
小
池
都
政
の
ス
タ
ー
ト

時
「
徹
底
的
な
情
報
公
開
」
を
掲
げ
て
い
た
か
ら
で
す
。

　

以
下
に
主
な
出
来
事
を
ピ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
て
お
き
ま

す
。

２
０
１
６
年
（
平
成
28
年
）

・
10
月
、
第
27
期
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
ス
タ
ー
ト
。

・
11
月
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
の
開
催
日
程
と
傍
聴

の
申
込
方
法
が
事
前
に
告
知
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
傍

聴
が
可
能
に
な
る
。
た
だ
し
審
議
部
分
は
非
公
開
の
た

め
、
傍
聴
で
き
る
の
は
会
議
の
最
初
だ
け
。

２
０
１
７
年
（
平
成
29
年
）

・
５
月
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
が
最
初
だ
け
で
な
く
、

最
後
も
傍
聴
で
き
る
よ
う
に
な
る
。

・
７
月
の
都
議
選
後
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
の
委
員

選
び
直
し
の
た
め
、
８
月
は
都
議
の
委
員
は
不
在
。
新

た
に
選
ば
れ
た
都
議
の
委
員
は
９
月
に
初
出
席
。

２
０
１
８
年
（
平
成
30
年
）

・
５
月
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
の
傍
聴
定
員
が
10
名

か
ら
16
名
に
増
え
る
。

・
10
月
、
第
28
期
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
ス
タ
ー
ト
。

２
０
１
９
年
（
平
成
31
年
）

・
４
月
、
東
京
都
の
組
織
改
編
で
青
少
年
・
治
安
対
策
本

部
が
規
模
縮
小
し
、
都
民
安
全
推
進
本
部
に
改
称
。

２
０
２
０
年
（
令
和
２
年
）

・
３
月
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
対
応
の
た
め
青
少
年
健

全
育
成
審
議
会
は
開
催
延
期
。
子
供
・
若
者
計
画
改
定

を
話
し
合
っ
て
い
た
青
少
年
問
題
協
議
会
の
総
会
は
４

月
17
日
～
24
日
に
書
面
開
催
と
な
る
。
書
面
会
議
の
た

め
傍
聴
の
機
会
な
し
。
後
日
、
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で
答

申
結
果
が
発
表
さ
れ
た
。

・
７
月
、
会
議
が
再
開
さ
れ
る
。
青
少
年
問
題
協
議
会
は

会
議
室
と
リ
モ
ー
ト
参
加
の
併
用
で
開
催
さ
れ
、
傍
聴

は
会
議
室
で
行
わ
れ
た
。
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
は

場
所
を
広
い
会
議
室
に
変
更
し
て
実
施
さ
れ
、
こ
ち
ら

も
傍
聴
可
能
。

・
８
月
は
審
議
会
中
止
。

・
９
月
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
の
影
響
で
青
少
年
健
全

育
成
審
議
会
が
３
月
～
６
月
の
４
か
月
に
渡
っ
て
開
催

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
を
鑑
み
、
小
委
員
会
を
開
催
す
る

条
件
が
追
加
さ
れ
る
こ
と
が
決
定
。

・
10
月
、
第
29
期
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
ス
タ
ー
ト
。

小
委
員
会
を
開
催
す
る
条
件
が
追
加
さ
れ
た
。

・
11
月
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
の
傍
聴
の
定
員
が
16

名
か
ら
20
名
に
増
え
る
。

２
０
２
１
年
（
令
和
３
年
）

・
１
月
は
審
議
会
延
期
。

・
３
月
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
の
傍
聴
の
定
員
が
20

名
か
ら
15
名
に
減
る
。

・
５
月
は
審
議
会
延
期
。

・
７
月
の
都
議
選
後
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
の
委
員

選
び
直
し
の
た
め
、
８
月
は
都
議
の
委
員
は
不
在
。
新

た
に
選
ば
れ
た
都
議
の
委
員
は
９
月
に
初
出
席
。

・
11
月
、
都
議
会
総
務
委
員
会
で
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
の
運
用
に
つ
い
て
質
疑
さ
れ
る
。

　

18
歳
以
上
の
人
は
東
京
都
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
を

傍
聴
で
き
ま
す
。
傍
聴
の
行
き
方
は
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
の
サ
イ
ト

内
ブ
ロ
グ
（https://afee.jp/2017/05/29/7777/

）

に
掲
載
さ
れ
て
い
ま
す
。
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

私
は
東
京
都
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
を
傍
聴
し
ま
し

南
條
な
な
み
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た
。
都
議
会
は
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
中
継
や
録
画
で
確
認
し

ま
し
た
。
傍
聴
や
ネ
ッ
ト
視
聴
で
分
か
っ
た
こ
と
を
、
こ

の
記
事
で
お
伝
え
し
ま
す
。
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
マ
ガ
ジ
ン
に
寄
稿

す
る
の
で
、
エ
ン
タ
ー
テ
イ
メ
ン
ト
表
現
の
自
由
を
守
る

視
点
か
ら
意
見
を
書
こ
う
と
思
い
ま
す
。

　

な
お
、
こ
の
記
事
の
内
容
は
南
條
な
な
み
個
人
の
意
見

で
あ
り
、
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
の
総
意
で
は
な
い
こ
と
を
あ
ら
か
じ

め
お
断
り
し
ま
す
。

　

Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
マ
ガ
ジ
ン
14
号
で
は
２
０
２
０
年
11
月
ま
で

の
傍
聴
日
記
を
書
き
ま
し
た
の
で
、
そ
の
続
き
か
ら
。

　

こ
こ
か
ら
傍
聴
日
記
で
す
。

◆
２
０
２
０
年
（
令
和
２
年
）
11
月
16
日
（
月
）

　

第
32
期
東
京
都
青
少
年
問
題
協
議
会

　

第
２
回
拡
大
専
門
部
会

「
Ｓ
Ｎ
Ｓ
の
不
適
切
な
利
用
に
起
因
す
る
青
少
年
の
性
被

害
等
が
深
刻
化
す
る
中
で
の
健
全
育
成
」
が
諮
問
さ
れ
て

い
た
会
議
。
答
申
案
が
ま
と
ま
っ
た
。
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
出
会

い
に
関
す
る
危
険
性
に
つ
い
て
の
普
及
啓
発
の
強
化
、
Ｓ

Ｎ
Ｓ
上
で
「
パ
パ
活
」
相
手
を
誘
引
す
る
な
ど
の
ハ
イ

リ
ス
ク
な
行
動
を
と
っ
て
し
ま
う
青
少
年
等
を
対
象
に
、

タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
広
告
を
活
用
し
た
効
果
的
な
啓
発
、

な
ど
。

　

タ
ー
ゲ
ッ
テ
ィ
ン
グ
広
告
は
都
民
安
全
推
進
本
部
と
し

て
は
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
機
軸
の
よ
う
だ
。
２
０
１
６

年
（
平
成
28
年
）
11
月
22
日
の
都
議
会
総
務
委
員
会
で
当

時
の
青
少
年
・
治
安
対
策
本
部
に
対
し
て
音
喜
多
駿
都
議

（
現
参
議
院
議
員
）
が
プ
ッ
シ
ュ
型
広
告
を
提
案
し
て
い

た
が
、
４
年
経
っ
て
よ
う
や
く
実
現
し
た
。

◆
11
月
19
日
（
木
）
東
京
都
議
会　

経
済
・
港
湾
委
員
会

　

奥
澤
高
広
都
議
（
東
京
み
ら
い
）
が
東
京
五
輪
が
１
年

間
延
期
さ
れ
、
五
輪
大
会
に
占
有
さ
れ
て
い
る
ビ
ッ
グ
サ

イ
ト
で
長
期
間
に
渡
り
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
で
き
な
い
問
題

を
質
問
。

　

栗
下
善
行
都
議
（
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
）
が
ビ
ッ
グ

サ
イ
ト
会
場
費
問
題
、
ｅ
ス
ポ
ー
ツ
フ
ェ
ス
タ
に
つ
い
て

質
問
。

◆
12
月
９
日
（
水
）
東
京
都
議
会
本
会
議

　

中
山
ひ
ろ
ゆ
き
都
議
（
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
）
が
オ

ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
の
不
当
表
示
に
つ
い
て
質
問
。

　

栗
下
善
行
都
議
が
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
会
場
費
、
オ
ン
ラ
イ

ン
ゲ
ー
ム
の
不
当
表
示
に
つ
い
て
質
問
。

◆
12
月
14
日
（
月
）
第
７
２
１
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
　

傍
聴
人
数
９
名
→
３
名

　

審
議
時
間
29
分
（
こ
の
記
事
で
は
、
傍
聴
で
き
な
か
っ

た
時
間
、
つ
ま
り
傍
聴
人
が
待
合
ス
ペ
ー
ス
で
待
機
さ
せ

ら
れ
て
い
た
時
間
を
「
審
議
時
間
」
と
す
る
。
厳
密
で
は

な
い
。
１
～
２
分
の
誤
差
は
あ
る
も
の
と
し
て
ご
容
赦
願

い
た
い
。）

　

不
健
全
図
書
１
誌
指
定
。

　

会
議
の
最
初
に
は
傍
聴
人
は
９
名
い
た
が
、
感
染
症
対
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策
で
待
機
ス
ペ
ー
ス
で
の
会
話
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
こ
と

か
ら
、
情
報
交
換
す
る
た
め
に
別
の
場
所
に
移
動
し
た
傍

聴
人
が
い
た
。
そ
の
あ
と
再
び
傍
聴
で
き
る
よ
う
に
な
っ

た
と
き
に
待
機
ス
ペ
ー
ス
に
３
名
し
か
い
な
か
っ
た
た

め
、
会
議
の
最
後
の
傍
聴
人
数
は
３
名
と
な
っ
て
い
る
。

戻
っ
て
く
る
の
が
間
に
合
わ
な
か
っ
た
人
は
傍
聴
で
き
な

か
っ
た
。

　

傍
聴
再
開
の
時
に
待
機
ス
ペ
ー
ス
に
い
な
い
と
傍
聴
で

き
ま
せ
ん
、
と
い
う
旨
の
注
意
事
項
は
毎
回
当
日
に
案
内

さ
れ
る
。
審
議
が
い
つ
終
わ
る
か
時
刻
は
特
に
決
ま
っ
て

い
な
い
の
で
、会
議
の
結
果
の
部
分
を
傍
聴
し
た
い
人
は
、

待
合
ス
ペ
ー
ス
に
い
る
こ
と
を
お
勧
め
す
る
。

◆
12
月
17
日
（
木
）
報
道
発
表
（
図
書
タ
イ
ト
ル
発
表
）

　

12
月
18
日
（
金
）
告
示
日
（
指
定
開
始
）

〈
指
定
図
書
〉

愛
欲
調
教

◆
２
０
２
１
年
（
令
和
３
年
）
２
月
８
日
（
月
）

　

第
７
２
２
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会

　

１
月
12
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
審
議
会
が
感
染
症
拡
大

防
止
の
た
め
延
期
に
な
っ
た
。
１
月
分
、
２
月
分
の
諮
問

図
書
が
審
査
さ
れ
た
。

　

傍
聴
人
、
10
名
。

　

審
議
時
間
77
分
。

　

不
健
全
図
書
３
誌
指
定
。

　

優
良
映
画
２
本
推
奨
。

〈
推
奨
映
画
〉

僕
が
跳
び
は
ね
る
理
由

ブ
ー
タ
ン　

山
の
教
室

◆
２
月
11
日
（
木
）
報
道
発
表
（
図
書
タ
イ
ト
ル
発
表
）

　

２
月
12
日
（
金
）
告
示
日
（
指
定
開
始
）

〈
指
定
図
書
〉

人
妻
湯
け
む
り
Ｎ
Ｔ
Ｒ
ア
ン
ソ
ロ
ジ
ー
コ
ミ
ッ
ク

そ
し
て
ネ
コ
は
発
情
す
る

サ
ン
プ
リ
ン
グ
・
セ
ッ
ク
ス

◆
２
月
24
日
（
水
）
東
京
都
議
会
本
会
議

　

代
表
質
問

　

増
子
ひ
ろ
き
都
議
（
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
）
が
子
供

達
の
ネ
ッ
ト
や
ゲ
ー
ム
と
の
付
き
合
い
方
に
つ
い
て
質

問
。
小
池
百
合
子
東
京
都
知
事
か
ら
「
科
学
的
根
拠
に
基

づ
か
な
い
内
容
で
、
条
例
に
よ
る
一
律
の
時
間
制
限
な
ど

を
行
う
こ
と
は
考
え
て
お
り
ま
せ
ん
。」
と
い
う
答
弁
を

引
き
出
し
た
。

（
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
マ
ガ
ジ
ン
15
号
、坂
井
崇
俊
さ
ん
の
記
事
「
各

地
で
巻
き
起
こ
る
ネ
ッ
ト
・
ゲ
ー
ム
規
制
の
問
題
」
Ｐ
17

参
照
）

◆
２
月
26
日
（
金
）
東
京
都
議
会
本
会
議

　

一
般
質
問

　

山
内
れ
い
子
都
議
（
都
議
会
生
活
者
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
）

が
附
属
機
関
等
の
運
営
の
基
本
事
項
を
定
め
る
要
綱
に
反

し
て
都
議
が
審
議
会
の
委
員
を
複
数
兼
任
し
、
市
民
参
加

の
妨
げ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
質
問
。

◆
３
月
８
日
（
月
）
第
７
２
３
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
　

２
月
ま
で
は
傍
聴
定
員
が
20
名
だ
っ
た
が
、
こ
の
回
か

ら
15
名
に
変
更
。
電
話
で
変
更
理
由
を
問
い
合
わ
せ
た
。

感
染
症
対
策
で
会
議
室
の
収
容
人
数
の
半
分
ま
で
し
か
入

室
で
き
ず
、
傍
聴
定
員
を
減
ら
さ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
、

本
来
は
２
月
の
時
点
で
定
員
15
名
と
す
べ
き
だ
っ
た
が
、

思
い
至
ら
ず
、
２
月
の
審
議
会
開
催
後
に
気
づ
い
た
の
で

今
回
か
ら
変
更
し
た
と
の
こ
と
。

　

３
月
７
日
ま
で
の
予
定
だ
っ
た
緊
急
事
態
宣
言
が
３
月

21
日
ま
で
延
長
さ
れ
た
こ
と
を
受
け
、
急
遽
、
都
議
会
本
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会
議
の
日
程
が
３
月
８
日
に
入
っ
た
。
そ
の
た
め
都
議
の

委
員
は
４
名
と
も
欠
席
。
審
議
会
委
員
19
名
中
11
名
の
出

席
で
、
こ
の
日
の
審
議
会
は
開
催
（
審
議
会
開
催
に
は
委

員
の
半
数
以
上
の
出
席
が
必
要
）。

　

傍
聴
人
、
５
名
。

　

審
議
時
間
、
28
分
。

　

不
健
全
図
書
２
誌
指
定
。

◆
３
月
11
日
（
木
）
報
道
発
表
（
図
書
タ
イ
ト
ル
発
表
）

　

３
月
12
日
（
金
）
告
示
日
（
指
定
開
始
）

〈
指
定
図
書
〉

Ｋ　

ｋ
ｅ
ｉ
ｋ
ｏ

セ
ン
パ
イ
、
い
っ
か
い
だ
け
！

◆
３
月
17
日
（
水
）
東
京
都
議
会　

文
教
委
員
会

　

栗
下
善
行
都
議
（
表
現
の
自
由
フ
ォ
ー
ラ
ム
）
が
同
人

誌
即
売
会
は
都
の
ア
ー
ト
に
エ
ー
ル
を
！
フ
ォ
ロ
ー
ア
ッ

プ
事
業
の
助
成
対
象
に
入
る
の
か
質
問
。
国
で
は
文
化
芸

術
基
本
法
で
漫
画
、
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
が
メ
デ
ィ
ア

芸
術
と
定
義
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま
え
、
都
に
お
い
て

も
漫
画
や
ア
ニ
メ
、
ゲ
ー
ム
な
ど
を
文
化
芸
術
と
捉
え
る

べ
き
と
の
趣
旨
。

◆
３
月
18
日
（
木
）
東
京
都
議
会　

総
務
委
員
会

　

議
員
提
出
議
案
「
青
少
年
問
題
協
議
会
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
案
」
が
賛
成
少
数
で
否
決
さ
れ
た
。
こ
の

条
例
案
は
青
少
年
問
題
を
協
議
す
る
会
議
の
委
員
に
当
事

者
で
あ
る
青
少
年
を
置
く
趣
旨
で
、
３
月
15
日
に
米
倉
春

菜
都
議
（
日
本
共
産
党
）
が
趣
旨
説
明
を
行
い
、
そ
の
際

に
他
の
委
員
会
か
ら
質
問
は
な
か
っ
た
。

　

な
お
３
月
26
日
（
金
）
本
会
議
の
討
論
に
よ
れ
ば
、
こ

の
条
例
案
は
日
本
共
産
党
と
自
由
を
守
る
会
と
の
共
同
提

案
と
の
こ
と
。

◆
４
月
12
日
（
月
）
第
７
２
４
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
　

都
議
会
議
員
選
挙
立
候
補
予
定
の
わ
か
た
び
啓
太
さ
ん

が
松
本
と
き
ひ
ろ
品
川
区
議
（
日
本
維
新
の
会
）
と
と
も

に
初
め
て
傍
聴
に
訪
れ
た
。
審
議
内
容
は
傍
聴
で
き
ず
、

議
事
録
の
発
言
者
が
匿
名
と
い
う
密
室
の
会
議
を
わ
か
た

び
さ
ん
は
「
中
世
の
魔
女
狩
り
の
よ
う
な
会
議
」
と
評
し

た
。

　

傍
聴
人
数
、
12
名
。

　

審
議
時
間
、
34
分
。

　

不
健
全
図
書
２
誌
指
定
。

〈
指
定
図
書
〉

恋
は
Ａ
Ｖ
現
場
で
起
き
て
い
る

本
当
に
あ
っ
た
思
わ
ず
ザ
ワ
つ
く
と
っ
て
お
き
の
話

◆
６
月
２
日
（
水
）
東
京
都
議
会
本
会
議

　

代
表
質
問
、
一
般
質
問

　

曽
根
は
じ
め
都
議
（
日
本
共
産
党
）
が
芸
術
支
援
に
つ

い
て
質
問
。

　

中
村
ひ
ろ
し
都
議
（
立
憲
民
主
党
）
が
４
月
25
日
に

東
京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
開
催
予
定
だ
っ
た
同
人
誌
即
売

会
（
赤
ブ
ー
ブ
ー
通
信
社
主
催
・SU

PER CO
M

IC CITY 

GYU
!!2021

）
が
中
止
に
な
っ
た
件
を
質
問
。

　

斉
藤
れ
い
な
都
議
（
会
派
は
東
京
み
ら
い
に
所
属
）
が

無
観
客
で
開
催
し
た
イ
ベ
ン
ト
は
支
援
金
の
対
象
外
と
な

る
こ
と
な
ど
イ
ベ
ン
ト
支
援
に
つ
い
て
質
問
。

◆
６
月
14
日
（
月
）
第
７
２
５
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
　

５
月
17
日
に
予
定
さ
れ
て
い
た
審
議
会
は
緊
急
事
態
宣

言
の
た
め
延
期
。
５
月
分
、
６
月
分
の
諮
問
図
書
が
審
査

さ
れ
た
。

　

傍
聴
人
数
、
15
名
。

　

審
議
時
間
、
32
分
。

　

不
健
全
図
書
２
誌
指
定
。
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◆
６
月
17
日
（
木
）
報
道
発
表
（
図
書
タ
イ
ト
ル
発
表
）

　

６
月
18
日
（
金
）
告
示
日
（
指
定
開
始
）

〈
指
定
図
書
〉

ク
ソ
ア
ン
チ
♥
ラ
ブ
デ
ス
ト
ロ
イ

こ
ん
な
こ
と
す
る
と
は
聞
い
て
な
い
！

◆
７
月
12
日
（
月
）
第
７
２
６
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
　

傍
聴
人
数
、
15
名
。

　

審
議
時
間
、
52
分
。

　

不
健
全
図
書
１
誌
指
定
。

　

優
良
映
画
１
本
推
奨
。

　

後
に
公
開
さ
れ
た
議
事
録
を
見
る
と
、
Ｅ
委
員
は
不
健

全
指
定
の
諮
問
図
書
に
つ
い
て
「
非
該
当
」
の
判
断
を
し

て
い
る
。
ま
た
Ｅ
委
員
か
ら
、
都
民
か
ら
の
意
見
の
報
告

を
審
議
時
間
（
非
公
開
の
場
）
で
し
て
い
る
が
、
傍
聴
人

に
も
聞
い
て
も
ら
っ
て
は
ど
う
か
と
提
案
あ
り
。
こ
の
提

案
に
Ｈ
委
員
も
賛
同
し
て
い
る
。
な
お
、
Ｅ
委
員
は
栗
下

善
行
都
議
で
あ
る
こ
と
が
本
人
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
発
信
で
判
明
し

て
い
る
。

〈
推
奨
映
画
〉

沈
黙
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
～
ユ
ダ
ヤ
孤
児
を
救
っ
た
芸
術
家

～◆
７
月
15
日
（
木
）
報
道
発
表
（
図
書
タ
イ
ト
ル
発
表
）

　

７
月
16
日
（
金
）
告
示
日
（
指
定
開
始
）

〈
指
定
図
書
〉

二
番
の
中
で
一
番
上

◆
８
月
２
日
（
月
）
第
７
２
７
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
　

東
京
都
内
は
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
感
染
拡
大
の
ピ
ー

ク
を
迎
え
つ
つ
あ
り
、
前
週
に
感
染
者
数
４
千
人
を
超
え

た
が
、
緊
急
事
態
宣
言
は
発
令
さ
れ
な
か
っ
た
。
延
期
す

る
可
能
性
が
あ
る
か
問
い
合
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
延
期
す
る

か
ど
う
か
と
い
う
話
は
出
て
い
な
い
と
の
こ
と
で
、
審
議

会
は
予
定
ど
お
り
開
催
さ
れ
た
。

　

傍
聴
人
数
、
８
名
。

　

審
議
時
間
、
26
分
。

　

不
健
全
図
書
１
誌
指
定
。

〈
指
定
図
書
〉

フ
ェ
イ
ク
ゴ
シ
ッ
プ

◆
９
月
７
日
（
火
）
東
京
都
議
会　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
対
策
特
別
委
員
会

　

中
田
た
か
し
都
議
（
立
憲
民
主
党
）
が
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト

の
キ
ャ
ン
セ
ル
料
減
免
措
置
が
９
月
12
日
で
終
了
と
な
る

件
に
つ
い
て
、
延
長
す
べ
き
と
い
う
趣
旨
の
質
問
。

◆
９
月
13
日
（
月
）
第
７
２
８
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
　

傍
聴
人
数
、
９
名
。

　

新
し
く
委
員
に
選
任
さ
れ
た
都
議
、
田
の
上
い
く
こ
都

議
、
藤
井
あ
き
ら
都
議
（
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
）、
土

屋
み
わ
都
議（
自
由
民
主
党
）、松
田
り
ゅ
う
す
け
都
議（
東
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京
維
新
の
会
）
の
４
名
が
初
め
て
審
議
会
に
出
席
。

「
都
民
の
申
出
の
取
り
扱
い
に
つ
い
て
」が
議
題
に
あ
が
っ

た
。
こ
れ
は
７
月
12
日
の
第
７
２
６
回
青
少
年
健
全
育
成

審
議
会
で
Ｅ
委
員
か
ら
、
都
民
か
ら
の
意
見
の
報
告
を
で

き
る
だ
け
公
開
の
場
で
し
た
ほ
う
が
よ
い
と
提
案
さ
れ
た

件
で
あ
る
。

　

条
例
に
規
定
さ
れ
て
い
る
「
都
民
の
申
出
」
制
度
は
図

書
類
の
審
議
に
関
わ
る
の
で
、
審
議
の
中
で
（
非
公
開
の

場
で
）
行
う
。
で
き
る
だ
け
公
開
の
場
で
と
い
う
意
見
の

趣
旨
を
踏
ま
え
、
傍
聴
人
の
い
る
場
で
都
民
の
申
出
の
件

数
を
報
告
す
る
。以
上
の
説
明
が
事
務
局
か
ら
な
さ
れ
た
。

審
議
時
間
、
29
分
。

不
健
全
図
書
２
誌
指
定
。

◆
９
月
16
日
（
木
）
報
道
発
表
（
図
書
タ
イ
ト
ル
発
表
）

　

９
月
17
日
（
金
）
告
示
日
（
指
定
開
始
）

〈
指
定
図
書
〉

お
し
か
け
ア
ク
マ
は
逆
ら
え
な
い
！

視
線
部
屋　

メ
ス
堕
ち
短
篇
集

◆
10
月
11
日
（
月
）
第
７
２
９
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会

　

傍
聴
人
数
、
７
名
。

　

審
議
時
間
、
33
分
。

　

不
健
全
図
書
１
誌
指
定
。

◆
10
月
14
日
（
木
）
報
道
発
表
（
図
書
タ
イ
ト
ル
発
表
）

　

10
月
15
日
（
金
）
告
示
日
（
指
定
開
始
）

〈
指
定
図
書
〉

こ
れ
か
ら
俺
は
、
後
輩
に
抱
か
れ
ま
す
２

◆
11
月
８
日
（
月
）
第
７
３
０
回
青
少
年
健
全
育
成
審
議

会
　

傍
聴
人
数
、
10
名
。

　

審
議
時
間
、
59
分
。

　

不
健
全
図
書
２
誌
指
定
。

　

優
良
映
画
１
本
推
奨

◆
11
月
11
日
（
木
）
東
京
都
議
会　

総
務
委
員
会

　

都
民
安
全
推
進
本
部
に
対
す
る
質
疑
。

　

森
沢
き
ょ
う
こ
都
議
（
東
京
み
ら
い
）
が
青
少
年
健
全

育
成
審
議
会
の
不
健
全
指
定
制
度
に
つ
い
て
質
疑
。

　

藤
井
あ
き
ら
都
議
（
都
民
フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
）
が
青
少

年
健
全
育
成
審
議
会
の
取
組
と
ね
ら
い
に
つ
い
て
質
疑
。

◆
11
月
11
日
（
木
）
報
道
発
表
（
図
書
タ
イ
ト
ル
発
表
）

　

11
月
12
日
（
金
）
告
示
日
（
指
定
開
始
）

〈
指
定
図
書
〉

き
も
ち
い
い
穴
シ
ェ
ア
ハ
ウ
ス

入
っ
た
銭
湯
で
口
説
か
れ
て
い
ま
す

◆
11
月
26
日
（
金
）
東
京
都
議
会　

文
教
委
員
会

　

生
活
文
化
局
に
対
す
る
質
疑
。

　

風
間
ゆ
た
か
都
議
（
立
憲
民
主
党
）
が
男
女
平
等
参
画

推
進
計
画
の
改
定
に
つ
い
て
質
疑
。
計
画
の
中
間
ま
と
め

に
つ
い
て
10
月
18
日
～
11
月
16
日
に
都
民
意
見
（
パ
ブ

リ
ッ
ク
コ
メ
ン
ト
）
を
募
集
し
た
と
こ
ろ
、
特
に
配
偶
者

暴
力
対
策
基
本
計
画
案
の
文
言
が
行
政
に
よ
る
表
現
内
容

へ
の
介
入
と
な
る
懸
念
に
つ
い
て
多
く
の
意
見
が
寄
せ
ら

れ
た
件
。

◆
11
月
29
日
（
月
）
東
京
都
男
女
平
等
参
画
審
議
会

　

第
５
回
男
女
平
等
参
画
部
会

　

会
議
の
開
催
お
よ
び
傍
聴
は
リ
モ
ー
ト
で
行
わ
れ
た
。
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議
題
は
答
申
（
案
）
作
成
に
向
け
た
検
討
で
、
パ
ブ
リ
ッ

ク
コ
メ
ン
ト
を
踏
ま
え
た
対
応
が
議
論
さ
れ
た
。

「
東
京
都
男
女
平
等
参
画
推
進
総
合
計
画
の
改
定
に
当

た
っ
て
の
基
本
的
考
え
方
（
中
間
の
ま
と
め
）」
東
京
都

女
性
活
躍
推
進
計
画
関
係
に
つ
い
て
の
意
見
は
３
３
８

件
、
東
京
都
配
偶
者
暴
力
対
策
基
本
計
画
関
係
に
つ
い
て

の
意
見
は
１
７
６
９
件
寄
せ
ら
れ
、
そ
の
う
ち
１
６
０
０

件
程
が
、
行
政
に
よ
る
表
現
内
容
へ
の
介
入
で
は
な
い
か

と
不
安
視
す
る
意
見
だ
っ
た
と
の
こ
と
。

　

こ
の
部
会
は
東
京
都
女
性
活
躍
推
進
計
画
関
係
を
担
当

し
て
お
り
、比
較
的
表
現
の
自
由
に
対
す
る
理
解
が
あ
り
、

「
意
見
が
た
く
さ
ん
来
た
か
ら
文
言
を
変
え
て
終
わ
ら
せ

る
の
で
は
な
く
、
な
ぜ
こ
の
文
言
が
入
っ
た
の
か
検
証
す

べ
き
」
と
の
発
言
も
出
た
。
し
か
し
、
寄
せ
ら
れ
た
パ
ブ

コ
メ
の
中
に
、
国
へ
の
要
望
に
女
性
差
別
撤
廃
条
約
選
択

議
定
書
へ
の
批
准
を
入
れ
る
べ
き
と
い
う
も
の
が
あ
り
、

委
員
か
ら
、
こ
れ
を
対
応
に
追
加
し
て
は
ど
う
か
と
発
言

が
出
た
こ
と
が
気
に
な
る
。

◆
11
月
30
日
（
火
）
東
京
都
男
女
平
等
参
画
審
議
会

　

第
４
回
配
偶
者
暴
力
対
策
部
会

　

会
議
の
開
催
お
よ
び
傍
聴
は
都
庁
会
議
室
に
て
行
わ
れ

た
。
こ
の
部
会
で
は
東
京
都
配
偶
者
暴
力
対
策
基
本
計
画

関
係
を
担
当
し
て
お
り
、
行
政
に
よ
る
表
現
内
容
へ
の
介

入
で
は
な
い
か
と
の
都
民
意
見
が
寄
せ
ら
れ
た
側
で
あ
る

た
め
か
、
前
日
の
部
会
と
は
違
い
、
緊
張
感
が
見
ら
れ
た
。

　

行
政
に
よ
る
表
現
内
容
へ
の
介
入
で
は
な
い
か
と
の
パ

ブ
コ
メ
が
寄
せ
ら
れ
た
文
言
は
４
か
所
。
こ
れ
ら
の
文

言
は
平
成
19
年
改
定
の
「
男
女
平
等
参
画
の
た
め
の
東

京
都
行
動
計
画　

チ
ャ
ン
ス
＆
サ
ポ
ー
ト
東
京
プ
ラ
ン

２
０
０
７
」
か
ら
文
言
が
入
っ
た
こ
と
、
当
時
、
繰
り
返

し
表
現
に
接
す
る
こ
と
で
意
識
に
刷
り
込
ま
れ
る
、
過
激

な
表
現
で
女
性
の
尊
厳
が
侵
害
さ
れ
る
と
い
っ
た
意
図
が

あ
っ
た
こ
と
が
説
明
さ
れ
た
。

　

文
言
は
変
更
さ
れ
る
方
針
と
思
わ
れ
る
。

「
グ
ロ
ー
バ
ル
と
い
う
意
味
で
は
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
条
約

が
あ
る
」「
イ
ス
タ
ン
ブ
ー
ル
条
約
で
は
ネ
ッ
ト
の
不
適

切
な
コ
ン
テ
ン
ツ
を
取
り
締
ま
る
」な
ど
、イ
ス
タ
ン
ブ
ー

ル
条
約
が
た
び
た
び
言
及
さ
れ
た
。

　

パ
ブ
コ
メ
で
指
摘
の
あ
っ
た
「
オ
ン
ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
」

の
記
載
を
削
除
す
る
と
い
う
事
務
局
案
に
つ
い
て
、
オ
ン

ラ
イ
ン
ゲ
ー
ム
を
通
し
て
犯
罪
に
巻
き
込
ま
れ
る
現
状
は

あ
る
の
で
文
言
を
入
れ
て
お
く
必
要
は
あ
る
、
オ
ン
ラ
イ

ン
ゲ
ー
ム
を
敵
視
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
、
と
の
発
言

が
あ
っ
た
。

　

今
後
の
流
れ
は
、
12
月
の
総
会
で
答
申
案
が
出
さ
れ
、

１
月
に
答
申
が
提
出
さ
れ
る
。
答
申
と
同
時
に
パ
ブ
コ
メ

結
果
が
公
表
さ
れ
る
と
の
こ
と
。

　

傍
聴
日
記
は
こ
こ
ま
で
で
す
。

ト
ピ
ッ
ク
・
１

Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
の
意
見
書
に
よ
り
進
展
あ
り
！

　

２
０
２
０
年
10
月
の
第
７
１
９
回
青
少
年
健
全
育
成
審

議
会
か
ら
、
議
事
録
に
出
席
委
員
の
氏
名
が
記
載
さ
れ
る

よ
う
に
な
り
ま
し
た
。

　

こ
れ
は
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
が
東
京
都
都
民
安
全
推
進
本
部
に
提

出
し
た
意
見
書
に
よ
り
、東
京
都
を
動
か
し
た
結
果
で
す
。

　

も
と
も
と
、私
が
個
人
的
に
傍
聴
を
続
け
て
い
る
中
で
、

欠
席
す
る
委
員
が
い
る
が
、
欠
席
委
員
は
不
健
全
指
定
の

決
定
に
関
わ
っ
て
い
な
い
の
で
、
出
席
の
委
員
と
罪
の
深

さ
が
違
う
の
で
は
？　

と
思
い
始
め
た
こ
と
か
ら
、
毎
回

の
出
席
委
員
と
欠
席
委
員
が
分
か
る
よ
う
に
し
て
ほ
し
い

と
は
思
っ
て
い
ま
し
た
。
私
か
ら
都
に
要
望
を
送
り
ま
し

ト
ピ
ッ
ク
・
３

残
っ
て
い
る
課
題
は
…

　

青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
は
知
事
の
附
属
機
関
で
す
。

知
事
の
附
属
機
関
の
議
事
録
は
３
年
経
過
し
た
ら
廃
棄
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
３
年
以
上
前
の
議
事
録
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
規
定
で
決
ま
っ
て
い

る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
第
１
回
の
議
事
録

を
読
も
う
と
思
っ
て
も
読
め
ま
せ
ん
。
東
京
都
に
問
い
合

わ
せ
て
も
、
閲
覧
で
き
な
い
、
ど
こ
で
見
ら
れ
る
か
把
握

し
て
い
な
い
、
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

２
０
２
１
年
11
月
11
日
の
総
務
委
員
会
で
森
沢
き
ょ
う

こ
都
議
が
、
審
議
会
の
議
事
録
の
作
成
に
時
間
が
か
か
り
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た
が
、
そ
の
時
は
改
善
さ
れ
ず
、
傍
聴
の
際
に
欠
席
の
委

員
を
毎
回
チ
ェ
ッ
ク
し
て
い
ま
し
た
。

　

そ
う
、
今
ま
で
の
審
議
会
は
誰
が
出
席
し
た
か
、
公
開

資
料
に
記
録
が
残
っ
て
い
な
か
っ
た
の
で
す
。
昔
の
議
事

録
を
確
認
す
る
す
べ
が
な
い
の
で
す
が
、
１
９
６
４
年
11

月
の
東
京
都
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
開
始
か
ら
56
年

経
っ
て
初
め
て
、
出
席
の
委
員
の
氏
名
が
公
開
資
料
に
掲

載
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
、
と
い
う
可
能
性
す
ら
あ
り
ま

す
。
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｅ
が
歴
史
を
作
り
ま
し
た
。

ト
ピ
ッ
ク
・
２

審
議
会
委
員
の
選
任
に
異
変
？

　

こ
れ
ま
で
12
年
間
、
青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
の
委
員

を
務
め
た
都
議
が
い
ま
し
た
が
、
２
０
２
１
年
の
委
員
改

選
に
と
も
な
い
委
員
を
卒
業
さ
れ
ま
し
た
。

東
京
都
の
文
書
「
附
属
機
関
等
設
置
運
営
要
綱
の
取
扱
い

に
つ
い
て
（
通
知
）」
の
「
２ 

要
綱
第
５
「
委
員
の
選
任
」

に
つ
い
て
」
と
い
う
項
目
に
、
審
議
会
委
員
は
在
任
期
間

８
年
を
超
え
な
い
よ
う
に
と
い
う
趣
旨
の
記
載
が
あ
り
ま

す
。

　

私
は
都
議
の
中
に
在
任
期
間
８
年
を
超
え
て
い
る
審
議

会
委
員
が
い
る
こ
と
を
指
摘
す
る
メ
ー
ル
を
東
京
都
議
会

議
会
局
に
送
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
が
ど
の
程
度
影
響
が

あ
っ
た
の
か
定
か
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
12
年
委
員
を
務

め
た
都
議
は
結
果
的
に
委
員
に
選
任
さ
れ
ま
せ
ん
で
し

た
。

　

そ
し
て
、
こ
れ
ま
で
は
都
議
会
第
一
会
派
（
い
ち
ば
ん

人
数
が
多
い
党
、
会
派
）
か
ら
２
名
、
第
２
会
派
か
ら
１

名
、
第
３
会
派
か
ら
１
名
の
合
計
４
名
の
都
議
が
審
議
会

の
委
員
に
選
ば
れ
る
慣
習
と
な
っ
て
い
た
の
で
す
が
、
異

変
が
起
き
ま
す
。
２
０
２
１
年
の
選
挙
結
果
で
第
１
会
派

と
な
っ
た
自
民
党
か
ら
１
名
、
第
２
会
派
と
な
っ
た
都
民

フ
ァ
ー
ス
ト
の
会
か
ら
２
名
、
そ
し
て
一
人
会
派
で
あ
る

東
京
維
新
の
会
か
ら
１
名
が
選
ば
れ
る
と
い
う
予
想
外
の

出
来
事
が
起
き
ま
し
た
。

　

面
白
い
こ
と
に
東
京
維
新
の
会
の
松
田
り
ゅ
う
す
け
都

議
は
保
留
や
非
該
当
の
意
見
を
出
し
て
お
り
（
本
人
の
Ｓ

Ｎ
Ｓ
発
信
で
判
明
し
て
い
る
）、
そ
の
影
響
で
他
の
委
員

も
「
こ
の
会
議
で
保
留
と
言
っ
て
も
い
い
ん
だ
」
と
思
っ

た
ら
し
く
、
少
し
ず
つ
議
論
に
新
し
い
動
き
が
出
て
き
ま

し
た
。
今
後
も
松
田
り
ゅ
う
す
け
都
議
の
活
躍
や
、
議
論

の
内
容
に
注
目
し
て
い
き
た
い
で
す
ね
。

ト
ピ
ッ
ク
・
３

残
っ
て
い
る
課
題
は
…

　

青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
は
知
事
の
附
属
機
関
で
す
。

知
事
の
附
属
機
関
の
議
事
録
は
３
年
経
過
し
た
ら
廃
棄
す

る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
３
年
以
上
前
の
議
事
録
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
規
定
で
決
ま
っ
て
い

る
こ
と
だ
と
言
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。
第
１
回
の
議
事
録

を
読
も
う
と
思
っ
て
も
読
め
ま
せ
ん
。
東
京
都
に
問
い
合

わ
せ
て
も
、
閲
覧
で
き
な
い
、
ど
こ
で
見
ら
れ
る
か
把
握

し
て
い
な
い
、
と
言
わ
れ
ま
す
。

　

２
０
２
１
年
11
月
11
日
の
総
務
委
員
会
で
森
沢
き
ょ
う

こ
都
議
が
、
審
議
会
の
議
事
録
の
作
成
に
時
間
が
か
か
り
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す
ぎ
て
い
る
問
題
を
質
問
し
ま
し
た
。

　

議
事
録
の
作
成
は
業
者
に
発
注
し
て
い
て
、
審
議
会
開

催
か
ら
４
週
間
後
に
議
事
録
初
稿
が
委
員
に
配
付
さ
れ
、

委
員
が
確
認
す
る
期
間
を
１
週
間
と
っ
て
い
る
の
だ
そ
う

で
す
。
し
か
し
、
審
議
会
開
催
か
ら
４
週
間
も
経
っ
て
議

事
録
初
稿
を
見
せ
ら
れ
て
も
、
自
分
の
発
言
の
記
載
が

合
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
も
う
覚
え
て
い
な
い
よ
、
と
い

う
委
員
の
声
も
聞
き
ま
す
。

　

今
時
、
文
字
起
こ
し
ツ
ー
ル
を
使
え
ば
、
会
議
の
文
字

起
こ
し
は
リ
ア
ル
タ
イ
ム
で
で
き
る
時
代
だ
と
い
う
の

に
、
議
事
録
作
成
に
４
週
間
も
か
け
る
業
者
に
発
注
す
る

必
要
が
あ
る
と
は
到
底
思
え
ま
せ
ん
。
都
は
契
約
先
を
見

直
す
べ
き
で
す
。

　

議
事
録
作
成
日
数
は
大
き
く
短
縮
で
き
る
余
地
が
あ
る

は
ず
で
す
。
一
般
論
と
し
て
、
会
議
出
席
者
の
記
憶
力
を

考
慮
す
る
な
ら
、
ど
ん
な
に
遅
く
と
も
会
議
後
１
週
間
以

内
に
は
議
事
録
初
稿
を
委
員
に
配
付
す
べ
き
で
し
ょ
う
。

　

青
少
年
健
全
育
成
審
議
会
の
４
日
後
に
は
不
健
全
図
書

指
定
（
18
歳
未
満
へ
の
販
売
禁
止
の
措
置
）
が
実
行
さ
れ

ま
す
。
議
事
録
公
開
が
１
週
間
後
に
短
縮
さ
れ
た
と
し
て

も
、
不
健
全
指
定
開
始
後
に
な
っ
て
し
ま
う
の
で
、
そ
れ

で
も
時
間
が
か
か
り
す
ぎ
と
い
え
ま
す
。
議
事
録
公
開
ま

で
の
ス
ピ
ー
ド
に
つ
い
て
抜
本
的
な
改
革
が
必
要
で
す
。

　

ま
た
、
議
事
録
で
行
政
職
員
以
外
の
発
言
者
の
氏

名
が
伏
せ
ら
れ
て
い
る
問
題
は
ま
だ
残
っ
て
い
ま
す
。

２
０
２
２
年
の
10
月
に
期
が
新
し
く
な
る
の
で
、
審
議
会

の
運
用
に
つ
い
て
話
し
合
い
ま
す
。
そ
の
時
に
ま
た
、
議

事
録
の
氏
名
を
公
開
に
す
る
か
ど
う
か
議
論
す
る
チ
ャ
ン

ス
が
来
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　

話
は
変
わ
り
ま
す
が
、
傍
聴
人
の
定
員
が
２
０
２
０
年

11
月
に
一
旦
20
名
ま
で
増
え
た
も
の
の
、
感
染
症
対
策
の

関
係
で
、
２
０
２
１
年
３
月
に
定
員
15
名
に
減
ら
さ
れ
て

い
ま
す
。
審
議
会
運
営
要
綱
な
ど
で
は
規
定
さ
れ
て
お
ら

ず
、
傍
聴
定
員
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
審
議
会
開
催
告
知
の

「
傍
聴
に
つ
い
て
」
の
箇
所
に
記
載
さ
れ
る
だ
け
な
の
で
、

比
較
的
簡
単
に
変
更
で
き
る
よ
う
で
す
。
感
染
症
が
終
息

し
た
ら
元
の
定
員
20
名
に
戻
る
よ
う
願
っ
て
い
ま
す
（
本

当
は
定
員
が
な
く
な
り
、
来
た
人
全
員
入
れ
る
よ
う
に
な

る
か
、
ま
た
は
定
員
１
０
０
名
ぐ
ら
い
に
な
れ
ば
理
想
で

す
が
）。

　

な
お
、
こ
れ
ま
で
何
回
か
傍
聴
人
定
員
が
増
え
た
タ
イ

ミ
ン
グ
が
あ
り
ま
し
た
が
、
す
べ
て
12
年
委
員
を
務
め
た

早
坂
義
弘
都
議
（
自
由
民
主
党
）
が
提
案
し
て
、
定
員
を

増
や
し
て
く
れ
て
い
ま
し
た
。
早
坂
都
議
は
、
会
議
の
冒

頭
だ
け
で
な
く
最
後
も
傍
聴
で
き
る
よ
う
に
し
て
は
ど
う

か
と
提
案
し
て
く
れ
ま
し
た
。
今
ま
で
お
世
話
に
な
り
ま

し
た
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

私
は
今
ま
で
約
５
年
間
、
東
京
都
青
少
年
健
全
育
成
審

議
会
を
傍
聴
し
て
き
ま
し
た
。
都
に
メ
ー
ル
で
意
見
を
伝

え
た
り
、
電
話
で
問
い
合
わ
せ
た
り
し
て
き
ま
し
た
。
都

の
職
員
さ
ん
は
基
本
的
に
き
ち
ん
と
対
応
し
て
く
れ
ま

す
。
マ
ナ
ー
を
守
っ
て
、
信
頼
関
係
を
気
づ
く
こ
と
が
お

付
き
合
い
の
基
本
だ
と
思
い
ま
す
。
皆
さ
ん
も
問
い
合
わ

せ
の
際
は
、ぜ
ひ
マ
ナ
ー
を
守
る
こ
と
を
心
掛
け
る
よ
う
、

お
願
い
し
ま
す
。

　

こ
れ
ま
で
お
い
で
よ
傍
聴
の
連
載
を
お
読
み
い
た
だ
き

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

　

表
現
の
自
由
を
守
る
活
動
を
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
人

の
ヒ
ン
ト
に
な
る
こ
と
を
書
い
て
き
た
つ
も
り
で
す
。
よ

か
っ
た
ら
過
去
の
記
事
も
参
考
に
し
て
も
ら
え
る
と
嬉
し

い
で
す
。

※
肩
書
き
は
当
時
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日付 会議名 傍聴人数 審議時間 答申内容

令和 2 年

12 月 14 日（月）
第 721 回青少年健全育成審議会

9 名→ 

3 名
29 分 不健全図書 1 誌指定

令和 3 年

2 月 8 日（月）
第 722 回青少年健全育成審議会 10 名 77 分

不健全図書 3 誌指定

優良映画 2 本推奨

3 月 8 日（月） 第 723 回青少年健全育成審議会 5 名 28 分 不健全図書 2 誌指定

4 月 12 日（月） 第 724 回青少年健全育成審議会 12 名 34 分 不健全図書 2 誌指定

6 月 14 日（月） 第 725 回青少年健全育成審議会 15 名 32 分 不健全図書 2 誌指定

7 月 12 日（月） 第 726 回青少年健全育成審議会 15 名 52 分
不健全図書 1 誌指定

優良映画 1 本推奨

8 月 2 日（月） 第 727 回青少年健全育成審議会 8 名 26 分 不健全図書 1 誌指定

9 月 13 日（月） 第 728 回青少年健全育成審議会 9 名 29 分 不健全図書 2 誌指定

10 月 11 日（月） 第 729 回青少年健全育成審議会 7 名 33 分 不健全図書 1 誌指定

11 月 8 日（月） 第 730 回青少年健全育成審議会 10 名 59 分
不健全図書 2 誌指定

優良映画 1 本推奨

12 月 13 日（月） 第 731 回青少年健全育成審議会

東京都青少年健全育成審議会　傍聴の概要　令和 2 年（2020 年）12 月以降

以降の開催日程（予定）

令和 4 年 1 月 11 日（火）15:30 ～ 17:00　第 732 回青少年健全育成審議会

令和 4 年 2 月 14 日（月）15:30 ～ 17:00　第 733 回青少年健全育成審議会

令和 4 年 3 月 14 日（月）15:30 ～ 17:00　第 734 回青少年健全育成審議会

原則、第 2 月曜日に開催　※日程は変更になる場合があります

おいでよ傍聴！　東京都政傍聴日記８
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1 

最
近
の
コ
ン
テ
ン
ツ
批
判
と
オ
タ
ク
の
関
係

今
ま
で
、
オ
タ
ク
差
別
へ
の
対
抗
方
法
と
言
え
ば
、
オ

タ
ク
差
別
的
な
ツ
イ
ー
ト
に
猛
反
発
す
る
こ
と
や
、
偏
向

報
道
に
対
し
て
抗
議
す
る
な
ど
が
中
心
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
今
年
起
き
た
表
現
の
自
由
関
係
の
問
題
、
温

泉
む
す
め
や
大
阪
ロ
フ
ト
の
件
な
ど
を
考
え
る
と
、
今
ま

で
の
オ
タ
ク
差
別
対
抗
方
法
で
は
無
理
が
あ
る
。

ま
ず
、
今
ま
で
の
オ
タ
ク
差
別
対
抗
の
中
心
人
物
は
、

オ
タ
ク
や
オ
タ
ク
系
ク
リ
エ
イ
タ
ー
で
あ
り
、
最
近
の
よ

う
に
多
様
な
人
々
が
オ
タ
ク
側
に
立
っ
て
く
れ
る
こ
と

は
、
あ
ま
り
多
く
な
か
っ
た
。

今
ま
で
は
、
こ
の
よ
う
な
徹
底
的
反
論
・
徹
底
抗
戦
で

も
、
問
題
は
な
か
っ
た
が
、
こ
こ
に
来
て
、
規
制
派
の
動

き
が
不
穏
に
な
っ
て
い
る
。

例
え
ば
、
温
泉
む
す
め
の
件
で
は
、
官
公
庁
が
後
援
し

て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
り
、
オ
タ
ク
の
中
で
も
相
当
意

見
が
割
れ
た
、要
す
る
に「
官
公
庁
が
後
援
し
て
い
る【
公
】

の
企
画
な
の
だ
か
ら
、
さ
す
が
に
ゾ
ー
ニ
ン
グ
し
ろ
、
説

明
文
は
完
全
に
ア
ウ
ト
」
と
い
う
オ
タ
ク
と
「
こ
の
程
度

の
絵
柄
は
問
題
な
い
」
と
い
う
オ
タ
ク
、
さ
ら
に
そ
こ
に

「
温
泉
む
す
め
の
設
定
が
・
・
・
萌
え
だ
ら
け
だ
・
・
・
」

と
叫
ぶ
人
が
入
っ
て
き
て
、
複
雑
で
や
や
こ
し
い
対
立
構

造
に
な
っ
た
。

『
朝
ご
は
ん
食
べ
に
ふ
ら
っ
と
入
っ
た
店
に
も
。
本
当
に

至
る
と
こ
ろ
に
温
泉
む
す
め
が
。』
←
わ
ざ
わ
ざ
探
し

た
ん
だ
ろ
う
ｗ
真
実
だ
と
し
て
も
「
エ
ビ
デ
ン
ス
」
と

や
ら
に
は
な
ら
ん
だ
ろ
ｗ
（https://togetter.com

/

li/1809059

）

大
阪
ロ
フ
ト
の
件
に
つ
い
て
は
、
見
る
人
が
見
な
い
と

完
全
に
18
禁
扱
い
さ
れ
る
絵
を
わ
ざ
わ
ざ
拡
大
し
て
撮
影

し
た
も
の
をTw

itter

に
投
稿
し
て
い
た
（
と
い
う
疑
惑

が
複
数
の
人
に
よ
り
指
摘
さ
れ
て
い
る
）。
こ
れ
は
、
成

人
向
け
を
扱
っ
て
い
る
専
門
家
や
専
門
イ
ラ
ス
ト
レ
ー

タ
ー
な
ら
、
分
か
っ
て
い
る
と
思
う
が
、
本
来
は
見
え
て

は
い
け
な
い
部
分
が
見
え
な
い
絵
で
あ
れ
ば
、
ど
ん
な
に

露
出
度
が
高
く
と
も
、
少
な
く
と
も
18
禁
に
は
な
ら
な
い

の
で
あ
る
。（
※
も
し
露
出
度
で
18
禁
が
決
ま
る
な
ら
水

着
キ
ャ
ラ
と
か
全
年
齢
に
出
せ
ま
せ
ん
し
、
入
浴
シ
ー
ン

も
全
カ
ッ
ト
で
す
）

「
お
店
入
っ
た
瞬
間
に
ド
ー
ン(

ド
ー
ン
で
は
な
い)

」

LO
FT

のrurudo

さ
ん
の
展
示
が
ア
ウ
ト
と
言
わ
れ
る

（https://togetter.com
/li/1804900

）

し
か
し
、
そ
れ
を
知
ら
な
い
18
禁
系
統
で
な
い
オ
タ
ク

や
一
般
オ
タ
ク
は
、
こ
れ
を
18
禁
と
判
断
し
ま
す
（
当
然

で
す
）

最
近
の
規
制
派
の
傾
向
と
し
て
、
こ
う
し
た
「
オ
タ
ク

間
で
も
意
見
が
対
立
し
そ
う
な
も
の
」
を
狙
っ
て
る
傾
向

が
あ
る
。
こ
れ
は
戸
定
梨
香
さ
ん
（
松
戸
市
の
ご
当
地

VTuber

）
の
件
で
も
、
そ
う
だ
っ
た
。
警
察
と
い
う
公

的
機
関
が
交
通
安
全
動
画
に
、
ヘ
ソ
だ
し
ミ
ニ
ス
カ
、
ロ

リ
体
系
の
キ
ャ
ラ
を
使
う
の
は
ど
う
か
（
子
ど
も
も
見
る

動
画
）
と
言
わ
れ
れ
ば
、
そ
り
ゃ
あ
燃
え
ま
す
よ
。
つ
ま

り
、私
は
最
近
の
規
制
派
を「
オ
タ
ク
同
士
の
分
断
を
煽
っ

て
る
」
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
す
よ
。
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【
知
識
不
足
】
ツ
イ
フ
ェ
ミ
さ
ん
、「
戸
定
梨
香
」
の
女
性

警
察
官
の
制
服
モ
デ
ル
姿
に
イ
チ
ャ
モ
ン
「
ス
カ
ー
ト
の

股
間
が
透
け
て
る
の
ヤ
バ
い
」
→
ボ
ッ
ク
ス
プ
リ
ー
ツ
の

影
で
し
た
。（https://togetter.com

/li/1796069

）

お
そ
ら
く
今
後
も
、
際
ど
い
レ
ベ
ル
の
も
の
が
叩
か
れ

ま
す
か
ら
、
そ
の
都
度
、
根
拠
を
示
し
て
丁
寧
に
反
論
し
、

批
判
さ
れ
た
側
を
応
援
す
る
必
要
が
あ
る
。

と
ま
あ
、
こ
れ
が
最
近
の
規
制
派
と
叩
か
れ
た
コ
ン
テ

ン
ツ
の
動
向
で
す
。

２　

で
は
、
ど
の
よ
う
に
オ
タ
ク
差
別
に
対
抗
す
る
の
か

1
つ
目　

オ
タ
ク
の
イ
メ
ー
ジ
改
革
、
ま
た
コ
ラ
ボ
し

た
い
と
思
っ
て
も
ら
え
る
よ
う
な
行
動
・
態
度
を
心
が
け

る
最
近
の
コ
ン
テ
ン
ツ
叩
き
の
傾
向
や
オ
タ
ク
差
別
の
傾

向
を
説
明
し
た
う
え
で
、
本
題
で
す
。
ま
ず
、
今
後
の
オ

タ
ク
差
別
対
抗
の
キ
ー
ワ
ー
ド
は
「
一
般
層
へ
の
ア
プ

ロ
ー
チ
」
こ
れ
に
限
り
ま
す
。

い
ま
、
規
制
派
さ
ん
は
、
オ
タ
ク
の
間
で
も
意
見
が
割

れ
る
よ
う
な
際
ど
い
表
現
や
、
子
ど
も
を
ダ
シ
に
す
る
よ

う
な
論
法
を
用
い
て
、
オ
タ
ク
の
分
断
や
過
激
化
を
狙
っ

て
い
ま
す
。
実
際
に
、
今
後
、
そ
れ
ら
の
過
激
な
オ
タ
ク

に
法
的
対
応
を
示
唆
し
て
い
る
人
も
い
ま
す
。

だ
か
ら
、
今
後
の
オ
タ
ク
差
別
反
対
方
法
は
「
一
般
人

へ
の
ア
プ
ロ
―
チ
」、こ
れ
で
は
納
得
で
き
な
い
な
ら
「
い

か
に
オ
タ
ク
が
、
ま
と
も
な
集
団
で
規
制
派
が
過
激
で
あ

る
か
を
世
に
知
ら
し
め
る
」
と
言
え
ば
わ
か
っ
て
く
れ
ま

す
か
？

最
近
、
私
は
月
１
回
程
度
の
ペ
ー
ス
で
温
泉
む
す
め
の

応
援
に
行
っ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
と
き
に
気
を
付
け
て
い

る
こ
と
は
「
こ
れ
で
も
か
、
と
い
う
く
ら
い
丁
寧
に
行
動

す
る
こ
と
」
な
ん
で
す
よ
。
当
然
温
泉
む
す
め
の
パ
ネ
ル

設
置
場
所
や
グ
ッ
ズ
販
売
店
で
「
温
泉
娘
の
応
援
に
来
て

る
」
と
言
え
ば
「
そ
う
い
う
人
（
客
）」
と
認
識
し
て
対

応
し
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
な
の
で
、
こ
こ
で
め
っ
ち
ゃ
丁

寧
に
接
し
ま
す
。

最
近
は
、
マ
ナ
ー
の
悪
い
旅
行
客
や
店
員
へ
の
態
度
が

悪
い
人
も
い
ま
す
。

な
の
で
、
オ
タ
ク
側
が
こ
れ
で
も
か
っ
て
く
ら
い
丁
寧

な
対
応
を
し
ま
す
。

基
本
的
に
、
聞
き
手
に
徹
し
ま
す
。

そ
う
す
る
と
、
相
手
に
と
っ
て
も
印
象
は
良
い
わ
け
で

す
か
ら
、
ま
た
コ
ラ
ボ
し
よ
う
と
か
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
発
信
し

て
み
よ
う
み
た
い
な
好
循
環
に
繋
が
り
ま
す
。

こ
れ
は
、
温
泉
む
す
め
だ
け
の
場
合
で
は
な
く
、
オ
タ

ク
向
け
表
現
が
燃
や
さ
れ
た
場
合
も
同
じ
で
す
。

現
地
に
応
援
に
行
く
場
合
は
、
ひ
た
す
ら
丁
寧
な
行
動

を
心
が
け
ま
す
。

タ
メ
口
は
厳
禁
で
す
。
言
い
方
悪
い
で
す
が
、
見
ら
れ

る
と
思
っ
て
行
動
し
ま
し
ょ
う
。

ネ
ッ
ト
上
で
も
、
そ
う
で
す
。
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
に
応

援
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
送
る
場
合
は
、
こ
れ
で
も
か
っ
て
い
う

く
ら
い
に
、
し
っ
か
り
し
た
文
章
（
取
引
先
に
ビ
ジ
ネ
ス

メ
ー
ル
送
る
く
ら
い
の
気
持
ち
で
）
に
し
ま
し
ょ
う
。
こ

れ
も
、
地
味
で
す
が
、
ゆ
っ
く
り
確
実
に
印
象
を
良
く
し

ま
す
。

こ
れ
か
ら
先
の
オ
タ
ク
差
別
反
対
方
法
の
目
玉
は
「
一

般
人
に
残
る
オ
タ
ク
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
の
払
し
ょ
く
と
、

良
い
人
だ
な
、
ま
た
来
て
ほ
し
い
（
買
っ
て
ほ
し
い
）
と

思
っ
て
も
ら
う
行
動
を
す
る
こ
と
」
で
す
。（
大
事
な
の
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で
２
回
言
い
ま
し
た
）

２
つ
目　

エ
ン
カ
レ
ッ
ジ
・
カ
ル
チ
ャ
ー
【
応
援
文
化
】

と
い
う
考
え
方
の
導
入

（
表
現
の
自
由
戦
士
向
け
に
は
「
明
る
い
報
復
」
と
言
っ

た
方
が
い
い
か
な
）

ネ
ッ
ト
上
で
規
制
派
を
論
破
を
し
て
も
無
意
味
で
す
。　

そ
れ
よ
り
は
、
批
判
さ
れ
た
側
を
応
援
し
、
行
け
る
人

は
現
地
で
応
援
（
特
に
地
方
と
ア
ニ
メ
作
品
な
ど
の
コ
ラ

ボ
企
画
の
場
合
、
直
接
行
っ
て
現
地
の
コ
ラ
ボ
先
施
設
の

方
や
観
光
協
会
の
方
に
応
援
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
の

は
大
き
な
意
味
が
あ
り
ま
す
）、
行
け
な
い
場
合
も
公
式

ア
カ
ウ
ン
ト
の
ツ
イ
ー
ト
に
ひ
た
す
ら
引
用
で
応
援
す
る

で
も
十
分
で
す
。
寄
付
が
あ
る
場
合
は
、
寄
付
で
も
効
果

が
あ
り
ま
す
。

そ
し
て
、
最
も
必
要
は
こ
と
は
「
応
援
の
た
め
に
旅
行

に
行
く
」だ
け
で
は
な
く「
実
際
に
楽
し
む
こ
と
」で
す
！

観
光
名
所
や
景
勝
地
、
名
物
な
ど
が
あ
り
ま
す
の
で
、
行

け
る
範
囲
内
で
行
く
と
、
よ
り
地
方
の
事
情
や
観
光
地
の

魅
力
を
把
握
で
き
ま
す
。

温
泉
む
す
め
の
よ
う
に
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
が
あ
る
場
合

は
、そ
れ
を
使
い
ま
す
が
、な
い
場
合
は
無
理
に
ハ
ッ
シ
ュ

タ
グ
を
つ
け
る
必
要
は
あ
り
ま
せ
ん
。

あ
と
、
詳
し
く
は
述
べ
ま
せ
ん
が
「
楽
し
ん
で
る
キ
モ

オ
タ
」
を
ア
ピ
ー
ル
す
る
の
も
非
常
に
効
果
的
な
の
で
、

旅
行
先
の
絶
景
ス
ポ
ッ
ト
な
ど
で
は
ぜ
ひ
、写
真
な
ど
も
。

私
は
、
自
分
の
ア
バ
タ
ー
と
写
真
撮
り
ま
し
た

こ
れ
は
、
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
論
争
す
る
よ
り
、
は
る
か
に

大
切
で
す
。

ツ
イ
ッ
タ
ー
で
論
争
す
る
場
合
は
、
報
道
機
関
か
ら
の

偏
向
報
道
や
政
治
家
・
著
名
人
・
ネ
ッ
ト
イ
ン
フ
ル
エ
ン

サ
ー
か
ら
の
オ
タ
ク
差
別
発
言
や
オ
タ
ク
差
別
政
策
に
関

す
る
反
論
の
み
で
十
分
で
す
。
一
般
の
規
制
派
の
反
論
ま

で
し
て
い
た
ら
疲
れ
ま
す
し
、
議
論
が
激
化
し
て
、
余
計

な
炎
上
を
増
や
す
こ
と
に
な
り
ま
す
。
最
低
で
も
捨
て
ア

カ
か
ら
の
オ
タ
ク
差
別
は
ス
ル
ー
し
ま
し
ょ
う
。

３
つ
目
は
「
オ
タ
ク
同
士
の
内
乱
は
極
力
抑
え
る
」
こ

と
で
す

一
部
の
規
制
派
は
、
最
近
の
発
言
を
考
え
る
に
、
オ
タ

ク
の
分
断
や
対
立
、
過
激
化
を
望
ん
で
い
る
よ
う
な
風
潮

が
見
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
、
ゾ
ー
ニ
ン
グ
な
ど
を
巡
っ
て

対
立
し
て
は
、
規
制
派
の
思
う
つ
ぼ
な
の
で
、
こ
こ
は
冷

静
に
な
っ
て
「
表
現
の
自
由
、
萌
え
表
現
の
未
来
の
た
め

に
、
こ
の
活
動
は
長
く
継
続
し
た
い
か
ら
、
仲
間
同
士
、

オ
タ
ク
同
士
の
多
少
の
認
識
の
差
や
思
想
の
違
い
は
受
け

入
れ
よ
う
」
と
い
う
考
え
方
が
重
要
で
す

（
た
だ
、
萌
え
は
隠
せ
ば
い
い
や
と
言
っ
て
、
ク
リ
エ

イ
タ
ー
や
オ
タ
ク
に
説
教
始
め
る
人
は
別
枠
で
考
え
る
必

要
が
あ
り
ま
す
け
ど
ね
、
で
す
が
、
子
ど
も
に
萌
え
を
見

せ
る
べ
き
か
見
せ
な
い
べ
き
か
、
み
た
い
な
小
さ
な
意
見

の
相
違
と
か
は
、
あ
る
程
度
ス
ル
ー
し
な
い
と
、
表
現
の

自
由
活
動
は
長
く
は
持
た
な
い
と
考
え
て
い
ま
す
）

私
も
さ
す
が
に
「
萌
え
は
18
禁
で
い
い
」
み
た
い
な
人

が
い
た
ら
嫌
だ
な
と
思
い
ま
す
け
ど
、
そ
れ
で
実
際
に
深

夜
ア
ニ
メ
を
楽
し
む
中
高
生
に
説
教
し
て
る
み
た
い
な
問

題
行
為
が
な
い
限
り
は
無
視
し
ま
す
し
、
突
進
し
て
レ
ス

バ
し
よ
う
と
は
思
い
ま
せ
ん
。

４
つ
目　
「
オ
タ
ク
市
民
」
と
し
て
政
治
に
参
加

現
在
で
も
、
東
京
都
不
健
全
図
書
指
定
で
は
複
数
の
本

が
不
健
全
図
書
の
指
定
を
受
け
、
Ｂ
Ｌ
も
受
け
て
い
る
状
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況
で
す
。
な
の
で
、
例
え
ば
不
健
全
図
書
指
定
を
審
議
す

る
審
議
会
を
傍
聴
す
る
と
か
、
表
現
規
制
に
関
す
る
条
例

や
方
針
が
出
た
ら
パ
ブ
コ
メ
と
か
で
意
見
す
る
。
可
能
な

ら
ば
、
表
現
の
自
由
を
守
る
議
員
さ
ん
の
応
援
や
選
挙
期

間
に
は
演
説
を
聞
き
に
行
く
な
ど
の
「
行
動
」
も
重
要
で

す
。こ

れ
は
行
政
側
に
は
「
表
現
の
自
由
は
一
部
の
キ
モ
オ

タ
だ
け
で
は
な
く
、
こ
れ
だ
け
多
く
の
人
が
関
心
を
持
つ

政
治
的
問
題
で
あ
る
」
と
い
う
認
識
を
「
人
数
」
や
「
件

数
」
で
示
す
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

政
治
家
側
に
も
「
表
現
の
自
由
を
主
張
す
る
と
、
こ
ん

な
に
注
目
・
応
援
さ
れ
る
の
か
」
と
い
う
経
験
を
し
て
も

ら
う
と
い
う
意
味
が
あ
り
ま
す
。

政
治
は
難
し
い
と
お
考
え
の
方
も
い
る
で
し
ょ
う
が
、

そ
こ
ま
で
難
し
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
も
議
員
さ
ん
応
援
ボ

ラ
ン
テ
ィ
ア
を
始
め
る
前
ま
で
は
自
分
の
選
挙
区
の
名
称

や
、
公
職
選
挙
法
も
最
低
限
の
こ
と
し
か
知
ら
な
か
っ
た

で
す
が
、
普
通
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
し
て
参
加
で
き
て
い

ま
す
。別
に
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
ま
で
は
い
か
な
く
て
も「
オ

タ
ク
と
し
て
政
治
に
関
心
を
持
つ
」
そ
れ
自
体
が
オ
タ
ク

差
別
対
抗
に
も
強
い
と
思
い
ま
す
よ
。

３　

ま
と
め

毎
回
の
こ
と
で
す
が
、
記
事
の
本
文
が
長
く
な
っ
て
し

ま
い
、
す
み
ま
せ
ん
。

今
回
は
、
新
た
な
オ
タ
ク
差
別
へ
の
対
抗
法
を
４
つ
紹

介
さ
せ
て
頂
き
ま
し
た
。

ネ
ッ
ト
上
やTw

itter

上
で
意
見
を
述
べ
、
反
論
す
る

こ
と
は
重
要
で
す
。

で
す
が
、
あ
ま
り
に
も
ネ
ッ
ト
だ
け
に
注
目
し
て
い
て

は
、
現
実
で
起
き
て
い
る
表
現
規
制
問
題
な
ど
が
見
え
に

く
く
な
り
ま
す
。

あ
な
た
が
規
制
派
へ
の
凸
や
レ
ス
バ
に
向
け
て
い
る
熱

意
を
、
少
し
で
も
、
こ
れ
ら
４
つ
の
方
法
の
た
め
に
使
っ

て
下
さ
れ
ば
、
オ
タ
ク
差
別
は
な
く
な
り
ま
せ
ん
が
、
オ

タ
ク
を
悪
い
人
と
か
キ
モ
い
人
と
い
う
認
識
を
す
る
人
も

減
り
、
行
政
や
政
治
家
も
オ
タ
ク
を
踏
み
に
じ
る
よ
う
な

政
策
・
法
案
・
施
策
を
し
に
く
く
な
り
ま
す
。
こ
う
す
る

こ
と
で
、
地
道
で
大
変
で
は
あ
り
ま
す
が
、
確
実
に
「
オ

タ
ク
差
別
」
は
減
ら
せ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

以
上
で
す
、
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
！

こ
の
記
事
は
「
新
・
オ
タ
ク
差
別
へ
の
対
抗

法
【
一
般
層
へ
の
ア
プ
ロ
ー
チ
】（https://note.

com
/358enter256r/n/nb5f56322a878

）」
の
再

掲
で
す
。
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2021 年 11 月 15 日
東京都男女平等参画推進総合計画に対する意見

エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊
エンターテイメント表現の自由の会 女性支部 代表 岩永千絵美

●「東京都配偶者暴力対策基本計画関係」についての意見
＝＝ より引用＝＝
また、暴力表現や配慮を欠いた性表現を防ぐなど、メディア等における人権の尊重を確
保するとともに、スマートフォンの普及に伴う、 等の利用によるトラブルや被害に
対する対策に取り組むことも重要です。

「暴力表現や配慮を欠いた性表現を防ぐ」では、特定の意見や感じ方に基づいて際限なく表現を抑止で
きてしまうため、国の第 5 次男女共同参画基本計画（令和 2 年 12 月 25 日閣議決定）に則り、
「違法な性・暴力表現の流通等を防止する」とすべきである。（補足：第 5 次男女共同参画基本計
画案では「不適切な性・暴力表現」とあったがパブコメなどでの指摘を受け「違法な性・暴力表現」と変更
になった経緯がある。）

また、本項は「配偶者暴力対策」とは直接的な関係はなく本来は削除されるべきである。

＝＝ より引用＝＝
○表現の自由を十分に尊重しつつ、表現される側の人権や性・暴力表現に接しない自
由、マスメディアや公共空間において不快な表現に接しない自由にも十分な配慮を払う
必要があります。

「表現される側の人権」への配慮については、現在生存する人物に限られた問題であり、創作物などの問
題ではないことを明確にすべきである。

「性・暴力表現に接しない自由」への配慮については、「接しない選択をする自由」でなくてはならず、「表
現をさせない自由」ではないことを明示すべきである。接しない自由についても、表現の自由の問題と関
連して、人権と人権との衝突の問題であることを明確にすべきである。

「マスメディアや公共空間において不快な表現に接しない自由」への配慮については、マスメディアによる政
権批判や公共空間において政治的な主張等をすることを行政が一方的に否定できる危険をはらんでお
り、この項目は削除すべきである。

また、本項は「配偶者暴力対策」とは直接的な関係はなく本来は削除されるべきである。

＝＝ より引用＝＝

過去のパブコメ・意見書紹介過去のパブコメ・意見書紹介
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○グローバル化に伴い、ビジネスや観光で来日する外国人が増えている中、性・暴力表
現について国際的な視点を持つことも大切です。

「性・暴力表現について国際的な視点を持つ」については「国際的な視点」とは具体的にどの国のどのよう
な人々の意見であるか明示して検討する必要がある。また、国外の特定の人々の意見や考え方を、日
本国民の意思を踏まえずに採用するべきではない。

また、着物を欧米人が着ることを「文化の盗用」と非難されることがあるように、国際的な価値観と日本国
民の一般的な価値観が異なることがあることや、外国人にとって日本文化の価値観が残された日本こそ
が期待される日本像である可能性が高いことも理解するべきである。

また、本項は「配偶者暴力対策」とは直接的な関係はなく削除されるべきである。

＝＝ より引用＝＝
○性や暴力表現を扱ったメディアから児童・生徒を守ることを含め、情報を発信する責
任や情報モラル、リテラシーに関する教育に取り組んできました。

性や暴力表現を扱ったメディアに対して、具体的にどのような従来の施策でどのように児童・生徒を守る
成果が出たのかが検討されていない。その検討を行い、過程と結果を明示すべきである。

また、本項は「配偶者暴力対策」とは直接的な関係はないことからも本来は削除されるべきである。

＝＝ より引用＝＝
○メディア事業者自身による暴力や性表現の自粛等、自主的な取組を促すことが必要で
す。

「V 性・暴力表現への対応」の冒頭では表現の自由を守ると述べる一方、行政が自粛を促すことは矛
盾しており、本項を削除すべきである。違法でない「暴力や性表現」について行政が自粛を求めることは
検閲にも繋がりかねず、都の計画において述べるべきではない。

また、本項は「配偶者暴力対策」とは直接的な関係はないことからも削除されるべきである
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過去のパブコメ・意見書紹介

2021 年 8 月 16 日

（仮称）パートナーしがプラン 2025 に対する意見

エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊

○不適切な性・暴力表現等の排除に向けた社会的気運を高めるよう、広報・啓発や学習
機会の充実を図ります。
○不適切な性・暴力表現等を扱ったインターネット上の情報や出版物などの規制、排除
に努め、青少年が有害環境に誘惑されることなく自らを大切にする心をはぐくむよう広
報・啓発を進めます。

〇インターネット上における違法・有害な性・暴力表現の流通等を防止するとともに、
関係機関等と連携した広報啓発の推進等の適切な対応を行います。

違法ではない不適切な性・暴力表現の規制・排除、流通等の防止については、何が不適切な性・暴力
表現であるか、その定義を行政が行うことは困難である。そればかりか、憲法に定める表現の自由の観点
から規制・排除等に対する正当で十分な根拠が無いことから、行われるべきではない。特に排除という行
為は行政が行える範囲を逸脱している。

現に国における「第 5 次男女共同参画基本計画に当たっての基本的な考え方」では、当初素案では
「不適切な性・暴力表現」との文言があったが、弊会などの指摘を踏まえ、最終的な閣議決定において
「違法な性・暴力表現」と文言が改められた。

本計画においても同様の修正が図られるべきである。
【参考】
第 次男⼥共同参画基本計画策定に当たっての基本的な考え⽅
■素案
インターネット上のメディアを含む、メディアにおける不適切な性・暴力表現を防止す
るため、関係機関等と連携した広報啓発の推進等の適切な対応を行う

■閣議決定
インターネット上における違法な性・暴力表現の流通等を防止するとともに、関係機関
等と連携した広報啓発の推進等の適切な対応を行う。

※下線は にて追記

上記の滋賀県男女共同参画計画へのパブコメについてですが、メール添付漏れの為提出することができませんでした。パブ
コメとしての扱いではありませんが、参考として取り扱って頂くことになりました。
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過去のパブコメ・意見書紹介

2021 年 8 月 2 日
香川県教育基本計画（素案）へのパブコメ

エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊

「ネット・ゲーム依存」について
第 1 章 1(3)、第 1 章 2(1)などにおいて「ネット・ゲーム依存」について述べられているが、この「ネット・ゲ
ーム依存」は、国会答弁等でも明らかなように、現時点で治療、予防に関する確立した科学的知見は
明らかになっておらず、その事実を前提とした基本計画とするべきである。

第 1 章 2(1)において「ネット・ゲーム依存傾向として注意が必要な児童生徒は、平成 29 年度調査と
比較できる中・高校生において増加している」と記述されているが、その根拠は県が行ったアンケート調査
であり、「注意が必要」というような解釈は県が恣意的に行ったものではないか。その調査の中ですら「学
習アプリや学習のための動画サイトの利用」とそれ以外の使用が区別されておらず、何をもって「ネット・ゲ
ーム依存」とするかの根本的な位置づけがぼかされたままである。

また、同節には「家庭におけるルールづくり」が「依存症予防対策」になるとの言説が見られるが、この点に
ついての科学的根拠を基本計画に記載し、論の補強を行うべきである。

第 3 章 2-2-③の現状と課題において、世界保健機関において、「ゲーム障害」が正式に疾病と認定さ
れた旨の表記がある。これは ICD-11 のことを指していると思われるが ICD の正式名称は、疾病及び関
連保健問題の国際統計分類（International Statistical Classification of Diseases and 
Related Health Problems）であり、ICD には疾病以外のものも分類されている。ICD で分類され
ることが即ち疾病であるというのは誤った解釈であり、修正する必要がある。

第 3 章 2-2-③-(2)においては具体的な施策として「ネット・ゲーム依存の傾向などに関する調査」を行
うとしているが、これは県の意図通りの結果を導くための恣意的なアンケート調査等ではなく、科学的な根
拠となり得る調査が必要である旨記載すべきである。また、保護者に向けた啓発資料の配布において
は、それらの啓発資料が科学的な根拠に基づいた内容であることが必要である旨記載すべきである。同
様に、学習会等においても、科学的な根拠に基づかない内容を指導等しない旨を記載すべきである。

第 3 章 1-1-3-(1) においては学校における ICT 環境の整備などが盛り込まれ、ネットやデジタル機器
の学校現場への導入が推進されようとしているのであるから、そのような振興策が「ネット・ゲーム依存」説
によって足を引っ張られることがないよう注意が必要である。

その他補足意見
教育現場での押しつけの問題について
第 3 章 6-1-1 で「社会性や道徳性、自己肯定感・自己有用感などが十分に育っていないなどの課題
も指摘されています」という記載があるが、道徳性とは何かを誰がどのように評価するのか、また誰がどのよ
うに指摘しているのか、根拠が不明確であり、基本計画の内容としてふさわしくない。
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過去のパブコメ・意見書紹介

そもそも、第 2 章 2-2 の課題に、「本県においては、自己肯定感・自己有用感が全国より低い傾向に
ある」と述べているが、子どもの行動に対し、強制・禁止や過干渉といった誤った指導を行うことにより子ど
もの自己肯定感・自己有用感が低下することが一般に言われている。香川県ネット・ゲーム依存症対策
条例など県内の教育が他県に比べて過度に強制・禁止や過干渉を行う傾向にあるのであれば、まずその
点を改善すべきである。また、「体験活動や奉仕活動など他者と交流する機会の充実を通して、自己肯
定感・自己有用感を育成する」と述べているが、それらの活動が過度な強制や禁止を伴うものであれば、
自己肯定感・自己有用感は育成されない。

第 3 章 6-1-1-(1) においては「早寝 早起き 朝ごはん」などの倫理的スローガンが基本計画に掲載さ
れているが、児童生徒に対する多様性の尊重の必要は第 3 章 2-1-1 にも示されており、多様性の観
点から見て特定の生活スタイルのみを善とすることは基本計画にふさわしくない。

読書の推進について
本計画において、読書の必要性およびその推進について多く触れられているが、デジタル時代は情報の学
び方は動画や電子書籍をディスプレイで見たり、朗読を録音した音声データを聴く形式なども想定され、
子どもが将来に備えてそれらの形式に慣れることは重要である。政府の策定した「子供の読書活動の推
進に関する基本的な計画」では、子どもの読書について「電子書籍等の情報通信技術を活用した読書
も含む。」としている。したがって、第 3 章 6-2-1 において情報通信技術を活用した読書も対象に含む
前提で調査や施策を進めるべきである。

第 3 章 1-1-2-(1)や 6-2-1-(3)などの「特別支援学校では、一人ひとりのニーズに応じて、文字拡大
や音声読み上げ、自動ページ送り等 ICT の機能を活用する」という取り組みは全児童に拡大することを
検討するべきである。この点は、普通学級の児童がデジタル時代に適応することのみならず、障害があっ
ても程度が軽度である児童が福祉機器に触れる機会を設けることにつながる。

文化芸術活動の充実について
スーパー讃岐っ子育成事業については、将来のトップアスリートのみならず、トップアーティストの育成もその
対象とするべきである。

第 2 章 2-1-3 において、芸術家育成事業については、文化芸術基本法に含まれる舞台芸術やマン
ガ・アニメ・ゲームなどの現代視覚文化、漆芸をはじめとした香川の伝統工芸等多様な創作活動で実施
すべきである。

e スポーツに対する支援について
「スポーツに関する部分については、スポーツ基本法第１０条第１項の規定に基づき定めるスポーツの
推進に関する計画」とあるが、上乗せして、例えば茨城県の事例などを参考に e スポーツの普及および
施策の推進についても取り込むべきである。
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過去のパブコメ・意見書紹介

2021 年 5 月 13 日
青少年インターネット利用基本計画（第五次）のパブコメ

エンターテイメント表現の自由の会 代表 坂井崇俊

第１ 青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策についての基本的な
方針
①①リリテテララシシーー向向上上とと閲閲覧覧機機会会のの最最小小化化ののババラランンスス
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境を整備するため、青少年のラ
イフサイクルを見通して、あらゆる機会を利用してインターネットを適切に活用する能
力の向上を図る施策を行う。これを補完するため、青少年有害情報を閲覧する機会をで
きるだけ少なくするための施策を行う。
②②保保護護者者及及びび関関係係者者のの役役割割
青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境の整備に関する権利を持ち、
役割を担うのは、一義的にはその青少年を直接監護・教育する立場にある保護者であ
る。ただし、インターネットの利用環境はその急激な技術革新等により大きく変化する
ものであり、保護者が単独でその役割を全うすることは困難なため、事業者等におい
て、青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いた青少年保護に係る取組を一層促進する
など、関係者は連携協力して保護者がその責務を適切に履行できるよう、補助・支援す
る各々の役割を果たさなければならない。
③③受受信信者者側側へへののアアププロローーチチ
青少年がインターネットを利用して青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なく
するための施策は、インターネット上の自由な表現活動の確保の観点から、受信者側へ
のアプローチを原則とする。
⑤⑤有有害害性性のの判判断断へへのの行行政政のの不不干干渉渉
いかなる情報が青少年有害情報であるかは、民間が判断すべきであって、その判断に国
の行政機関等は干渉してはならない。

施策実施において踏まえるべき考え方については、インターネットを適切に活用する能力の向上を目指し
ている点、保護者が一義的な役割を持つと定義している点、発信者ではなく受信者へのアプローチを原
則としている点、有害性の判断への行政の不干渉などの点でこの考え方を評価する。ただし、本計画に
おいて、青少年有害情報を閲覧する機会をできるだけ少なくするための措置が青少年のインターネットを
適切に活用する能力の習得に必要な措置と比べ強調され過ぎていることについては、法の趣旨に照らし
適切でないと指摘する

事事業業者者等等にによよるる青青少少年年がが青青少少年年有有害害情情報報にに触触れれなないいよよううににすするるたためめのの取取組組のの促促進進
保護者のニーズに応じて青少年が青少年有害情報に触れないようにすることを可能とす
るため、青少年保護・バイ・デザインを念頭に置いて、事業者等における、青少年に対
するフィルタリングの提供等の義務の履行、フィルタリング等の実効的な青少年保護に
係る取組の普及啓発、保護者のニーズに応じたフィルタリング等の高度化、児童ポルノ
に対するブロッキング等の青少年有害情報の閲覧防止措置等を促進する。
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本文脈においては、児童ポルノは青少年有害情報（青少年の健全な成長を著しく阻害するもの）との
認識される可能性がある。このような記載については、本来、成人・未成年に関わらず被害児童の救済
のために定義された児童ポルノが矮小化されて認識されてしまうため、表現を改めるべきである

第５ その他青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするための施策に関する重要
事項
青少年が安全に安心してインターネットを利用できるようにするため、次のとおり、イ
ンターネットを通じた青少年の犯罪被害の抑止対策を推進するとともに、 事業者等
の主体的な取組の支援、インターネット上の児童ポルノ等の違法・有害情報の削除等に
関する対応依頼や被害に関する相談体制の整備等を総合的に推進する。

イインンタターーネネッットト・・ホホッットトラライインンセセンンタターーのの活活用用等等にによよるる削削除除依依頼頼のの対対応応推推進進等等
インターネット上に氾濫する違法情報等（自殺誘引等情報を含む。以下同じ。）への対策
を進めるため、インターネット・ホットラインセンターの活用等により、インターネッ
ト利用者から通報を受けた違法情報等の削除依頼を推進するとともに、民間事業者への
委託によるサイバーパトロール事業により、自殺誘引等情報のインターネット・ホット
ラインセンターへの通報を推進する。

第５の柱書において、「インターネット上の有害情報の削除の取組の支援」についての法的根拠が不明
確であり、表現の自由の観点などから、有害情報についての記述を削除する、根拠法を記載、または、
青少年の犯罪等被害の防止に資する具体的な有害情報を限定的に列挙するべきである。また、民間
事業者への通報の推進に当たっては、表現の自由に配慮した事業者の選定を行うと共に、表現の萎縮
が起きないよう留意する旨記載すべきである。

事事業業者者及及びび民民間間団団体体のの効効果果的的なな閲閲覧覧防防止止策策等等のの支支援援
インターネット上の青少年の健全な成長を阻害する違法・有害情報について、青少年が
インターネットを利用して、これらを閲覧する機会をできるだけ少なくするよう、青少
年の権利を保護するための事業者及び民間団体における効果的な閲覧防止策等を支援す
る。

原則論である「施策実施において踏まえるべき考え方」に基づき、民間団体への支援についてもインター
ネット上の自由な表現活動の確保の観点から、受信者側へのアプローチを原則とする旨を付記するべき
である

その他補足意見
イインンタターーネネッットト利利用用者者のの低低年年齢齢化化、、利利用用時時間間のの長長時時間間化化等等をを踏踏ままええたた「「親親子子ののルルーールルづづ
くくりり」」ななどど適適切切なな生生活活習習慣慣のの定定着着化化にに向向けけたた家家庭庭ににおおけけるる取取組組へへのの支支援援
インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化を踏まえ、家庭における適切な
生活習慣の定着を図り、また、青少年が安全に安心してインターネットを利用できるよ
うにするため、家庭等でのインターネットの利用に係る「親子のルールづくり」 等
の利用上のリスクやインターネット上のトラブルや犯罪に巻き込まれることを防ぐ⽅
法、子供のインターネット上の問題に係る相談窓口等について、青少年や保護者への啓
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発資料を提供するとともに、インターネットに関するメディア・リテラシーの育成のた
めの保護者向けの教材を提供することなどにより、家庭における取組を支援する。

基本計画に記載すべき粒度ではないが、「インターネット利用者の低年齢化、利用時間の長時間化等
を踏まえた『親子のルールづくり』など適切な生活習慣の定着化に向けた家庭における取組への支援」に
おける啓発において、インターネットの低年齢化・利用時間の長期化等が直接的に依存症・健康被害
等に結びつくとの記載については、科学的な根拠に基づき記載されるべきである旨、意見として付記する

イインンタターーネネッットト利利用用環環境境のの変変化化ややニニーーズズのの多多様様性性をを考考慮慮ししたたフフィィルルタタリリンンググ等等のの青青少少年年
保保護護にに係係るる取取組組のの普普及及状状況況等等にに関関すするる調調査査研研究究
機器・接続環境等を問わず、利用者の視点に立った実効的なフィルタリング等の青少年
保護に係る取組の性能改善及び普及等の施策の検討及び実施等に資するため、青少年及
び保護者等のインターネット・リテラシー及びインターネットの利用実態等の調査を継
続的に実施する。

基本計画に記載すべき粒度ではないが、「インターネット利用環境の変化やニーズの多様性を考慮したフ
ィルタリング等の青少年保護に係る取組の普及状況等に関する調査研究」においては、インターネットが
当たり前に普及し、活用することがさらなる生活向上に繋がっている現状を踏まえ、安易にインターネット
の利用時間が増加していて問題である旨の趣旨にならないよう留意すべきである旨、意見として付記す
る

イインンタターーネネッットト上上のの名名誉誉毀毀損損・・ププラライイババシシーー侵侵害害へへのの対対応応のの支支援援
インターネット上の名誉毀損、プライバシー侵害等の情報に関する相談については、プ
ロバイダ等に対する発信者情報の開示請求や当該名誉毀損、プライバシー侵害等の情報
の削除依頼の⽅法について助言するほか、事案に応じてプロバイダ等に対し当該情報の
削除を要請する取組を推進する。

プロバイダによる自主検閲に繋がらないよう、表現の自由に配慮する旨記載するべきである
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8
月
28
日	

中
野
ブ
ロ
ー
ド
ウ
ェ
イ
の
フ
ァ
ン
シ
ー
シ
ョ
ッ
プ
「Spank!

」
の
向
か
い
に
「
ま

ん
だ
ら
け
禁
書
房
」が
オ
ー
プ
ン
。客
層
の
違
い
か
ら
、「Spank!

」側
が
問
題
提
起
。 

こ
の
区
画
は
ま
ん
だ
ら
け
系
列
の
テ
ナ
ン
ト
が
多
く
入
っ
て
お
り
、「
ま
ん
だ
ら

け
禁
書
房
」
も
「
ま
ん
だ
ら
け 

な
ん
や
」
を
リ
ニ
ュ
ー
ア
ル
オ
ー
プ
ン
し
た
形

の
よ
う
だ
。

9
月
2
日	

夫
婦
に
よ
る
女
子
高
生
の
遺
体
遺
棄
事
件
の
犯
人
像
の
オ
タ
ク
趣
味
を
セ
ン
セ
ー

シ
ョ
ナ
ル
に
取
り
扱
っ
たAERA dot.

の
記
事
タ
イ
ト
ル
に
抗
議
が
集
ま
り
、
謝

罪
付
き
で
修
正
さ
れ
る
。

9
月
10
日	

千
葉
県
松
戸
市
ご
当
地VTuber

「
戸
定
梨
香
」
の
交
通
安
全
Ｐ
Ｒ
動
画
が
、
全

国
フ
ェ
ミ
ニ
ス
ト
議
員
連
盟
の
抗
議
を
受
け
削
除
さ
れ
る
。

10
月
9
日	

「Kaw
aii

」
は
差
別
用
語
に
原
宿
系
ク
リ
エ
ー
タ
ー
が
世
界
へ
反
論
。

11
月
15
日	Colabo

の
仁
藤
夢
乃
氏
、「
温
泉
む
す
め
」
を
性
差
別
で
性
搾
取
と
批
判
。「
温

泉
む
す
め
」
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
の
ト
レ
ン
ド
に
。 

「
＃
温
泉
む
す
め
あ
り
が
と
う
」
の
ハ
ッ
シ
ュ
タ
グ
が
作
ら
れ
、G

oTo

ト
ラ
ベ

ル
の
再
開
を
控
え
て
い
る
こ
と
も
相
ま
っ
て
俄
か
に
活
気
づ
い
た
。

11
月
22
日	

梅
田
ロ
フ
ト
で
開
催
さ
れ
たrurudo

氏
の
個
展
へ
の
抗
議
に
対
し
、
梅
田
ロ
フ

ト
が
ツ
イ
ッ
タ
ー
で
謝
罪
。

2
月
10
日	

「『
ゲ
ー
ム
障
害
』
と
い
う
精
神
疾
患
」
と
投
稿
。
鹿
児
島
県
警
の
ツ
イ
ッ
タ
ー
に

批
判
相
次
ぐ
。

3
月
11
日	D

isney+

は
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
描
写
を
理
由
に
、キ
ッ
ズ
向
け
の
作
品
一
覧
か
ら『
ダ

ン
ボ
』
や
『
ピ
ー
タ
ー
・
パ
ン
』
な
ど
を
削
除
。

3
月
12
日	
京
急
品
川
駅
に
掲
示
さ
れ
た
、「
ゲ
ー
ム
依
存
症
」
と
記
載
の
久
里
浜
医
療
セ
ン

タ
ー
の
広
告
が
差
し
替
え
。

3
月
25
日	

「
1
日
1
時
間
」
か
ら
「
家
庭
で
ル
ー
ル
を
」
に
変
更
。
子
供
の
ス
マ
ホ
使
用
で

宇
都
宮
市
が
宮
っ
子
ル
ー
ル
共
同
宣
言
を
６
年
ぶ
り
に
改
訂
。

3
月
30
日	

ヴ
ァ
レ
ン
テ
ィ
ノ
「
ハ
イ
ヒ
ー
ル
で
着
物
の
帯
踏
む
」
広
告
が
物
議
。

4
月
3
日	

「
ゲ
ー
ム
条
例
」
の
香
川
、
香
川
県
教
育
委
員
会
の
調
査
で
小
中
学
生
の
半
数
が

平
日
１
時
間
以
上
の
利
用
時
間
と
回
答
。県
教
委
は「
条
例
に
一
定
の
効
果
は
あ
っ

た
」
と
し
、
教
員
向
け
に
、
児
童
生
徒
の
ネ
ッ
ト
・
ゲ
ー
ム
依
存
症
へ
の
予
防
策

を
ま
と
め
た
マ
ニ
ュ
ア
ル
を
作
成
。
４
月
中
に
県
内
全
て
の
幼
稚
園
や
小
中
高
校

に
配
布
す
る
。

4
月
24
日	

「
ウ
マ
娘
」
ア
ン
チ
が
馬
主
に
突
撃
リ
プ
。
危
う
く
二
次
創
作
禁
止
に
。 

二
次
創
作
の
禁
止
は
撤
回
さ
れ
た
が
、
全
年
齢
の
み
（
Ｒ
指
定
Ｎ
Ｇ
）・
ガ
イ
ド

ラ
イ
ン
順
守
の
お
願
い
を
明
言
。

5
月
25
日	

女
子
生
徒
の
胸
や
肩
の
画
像
を
、
学
校
が
修
正
し
て
掲
載
。
フ
ロ
リ
ダ
州
の
高
校

の
対
応
に
、
生
徒
や
親
か
ら
非
難
が
殺
到
。

5
月
26
日	

ア
ニ
メ
『
ス
ー
パ
ー
カ
ブ
』
の
二
人
乗
り
の
演
出
に
「
違
反
で
は
な
い
か
？
」
と

の
視
聴
者
の
指
摘
に
対
し
、
ア
ニ
メ
を
製
作
し
た
Ｋ
Ａ
Ｄ
Ｏ
Ｋ
Ａ
Ｗ
Ａ
は
、「
夢

の
あ
る
楽
し
い
物
語
と
し
て
楽
し
ん
で
」
と
回
答
。

6
月
7
日	

「
50
歳
が
14
歳
と
同
意
性
交
で
捕
ま
る
の
は
お
か
し
い
」
と
し
た
50
代
の
衆
院
議

員
の
発
言
は
、
本
人
か
ら
「
興
奮
し
て
い
た
の
で
覚
え
て
い
な
い
。
本
意
で
は
な

い
」
と
撤
回
の
申
し
出
を
受
け
、
報
告
か
ら
削
除
し
た
。

7
月
15
日	

６
／
７
の
本
多
議
員
の
発
言
に
つ
い
て
、
立
憲
民
主
党
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
防
止
対
策

委
員
会
が
調
査
報
告
書
を
公
開
。
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7
月
22
日	

五
輪
開
閉
会
式
演
出
デ
ィ
レ
ク
タ
ー
の
小
林
賢
太
郎
氏
が
芸
人
時
代
に
ホ
ロ
コ
ー

ス
ト
を
ネ
タ
に
し
た
も
の
が
あ
っ
た
こ
と
が
取
り
沙
汰
さ
れ
る
。

7
月
23
日	

「
50
歳
が
14
歳
と
同
意
性
交
で
捕
ま
る
の
は
お
か
し
い
」
と
の
発
言
に
つ
い
て
、

本
多
議
員
が
意
見
書
を
公
開
。

7
月
23
日	
竹
中
直
人
氏
が
障
が
い
者
を
揶
揄
す
る
よ
う
な
コ
ン
ト
に
出
て
い
た
こ
と
を
理
由

に
自
ら
五
輪
開
会
式
へ
の
出
演
を
辞
退
。

7
月
27
日	

本
多
議
員
が
立
憲
民
主
党
へ
離
党
届
を
提
出
。

7
月
30
日	

児
童
ポ
ル
ノ
な
ど
の
違
法
コ
ン
テ
ン
ツ
の
「
24
時
間
以
内
の
削
除
義
務
」
を

Facebook

・Tw
itter

な
ど
に
課
す
新
規
制
を
カ
ナ
ダ
が
提
案
。
違
反
時
は
最
大

で
「
全
世
界
総
売
上
の
５
％
」
が
罰
金
。

8
月
2
日	

少
年
ジ
ャ
ン
プ
＋
に
掲
載
さ
れ
た
藤
本
タ
ツ
キ
氏
の
漫
画
『
ル
ッ
ク
バ
ッ
ク
』
に

「
京
ア
ニ
放
火
事
件
を
彷
彿
と
さ
せ
る
」
と
非
難
が
集
ま
り
作
品
内
容
の
一
部
を

変
更
。

8
月
3
日	

漫
画
ア
ク
シ
ョ
ン
の
え
な
こ
さ
ん
×
「
小
林
さ
ん
ち
の
メ
イ
ド
ラ
ゴ
ン
」
コ
ラ
ボ

グ
ラ
ビ
ア
が
「
原
作
に
忠
実
で
な
い
」
と
炎
上
。
編
集
部
が
声
明
を
発
表

8
月
6
日	Apple

が
児
童
ポ
ル
ノ
の
自
動
検
出
シ
ス
テ
ム
を
導
入
、
治
安
当
局
へ
の
通
知
も

可
能
に
。
米
国
内
のiCloud

上
に
保
存
さ
れ
て
い
る
デ
ー
タ
を
全
て
チ
ェ
ッ
ク

で
き
る
仕
組
み
。

8
月
15
日	

タ
リ
バ
ン
が
侵
攻
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
首
都
カ
ブ
ー
ル
で
女
性
の
写
真
や
肖

像
が
塗
り
つ
ぶ
さ
れ
る
。

8
月
23
日	M

BS

ニ
ュ
ー
ス
で
『「
ニ
ー
ズ
が
な
い
の
で
保
育
所
を
廃
止
し
ま
す
」
京
都
市

か
ら
届
い
た
突
然
の
通
知
に
保
護
者
困
惑　

８
０
人
以
上
園
児
が
い
る
の
に
な

ぜ
？
』
放
送
。 

こ
の
放
送
に
登
場
す
る
同
保
育
所
は
民
営
化
を
予
定
し
て
い
た
が
、
受
託
予
定

だ
っ
た
社
会
福
祉
法
人
が
昨
年
10
月
に
辞
退
し
て
い
る
。 

受
託
予
定
の
社
会
福
祉
法
人
は
美
少
女
フ
ィ
ギ
ュ
ア
を
制
作
し
て
い
る
株
式
会
社

ボ
ー
ク
ス
の
関
連
会
社
で
、
美
少
女
フ
ィ
ギ
ュ
ア
が
「
性
的
搾
取
」
で
あ
る
と
保

護
者
の
活
動
家
か
ら
中
傷
を
受
け
て
い
た
の
が
辞
退
の
原
因
で
は
な
い
か
と
推
測

さ
れ
て
い
る
。

ま
と
め
た
人
・
し
が
な
い
Ｐ
Ｇ
の
総
括

「Spank!

」
と
「
ま
ん
だ
ら
け
」
の
件
は
、
オ
ー
ナ
ー
店
の
向
か
い
に
直
営
店
が
出

来
る
よ
う
な
不
条
理
で
は
あ
る
の
だ
ろ
う
が
、
わ
か
り
や
す
く
権
利
と
権
利
が
衝

突
し
て
い
る
例
で
あ
り
、“
性
”
に
よ
っ
て
加
害
者
と
被
害
者
と
に
分
け
な
い
よ
う

に
気
を
付
け
た
い
。

同
フ
ロ
ア
の
店
舗
間
で
の
権
利
の
衝
突
に
対
し
、「Spank!

」
側
が
ツ
イ
ー
ト
で
物

申
し
た
こ
と
に
よ
り
部
外
者
を
大
勢
巻
き
込
ん
で
し
ま
っ
た
。

本
来
は
オ
ー
ナ
ー
や
テ
ナ
ン
ト
間
の
問
題
で
あ
る
の
に
、“
性
”
を
主
軸
に
外
野
の

論
争
が
起
こ
っ
て
し
ま
っ
た
。

戸
定
梨
香
や
温
泉
む
す
め
の
問
題
で
は
、
批
判
よ
り
疑
問
や
応
援
の
声
が
目
立
っ

た
。

目
に
付
い
た
ら
燃
や
せ
の
精
神
で
も
っ
て
炎
上
行
為
の
度
に
敵
を
増
や
し
、
フ
ェ

ミ
ニ
ス
ト
と
い
う
言
葉
へ
の
不
信
感
や
嫌
悪
感
が
増
し
て
い
る
。

梅
田
ロ
フ
ト
の
個
展
に
対
す
る
批
判
で
は
、
ポ
ル
ノ
や
わ
い
せ
つ
と
い
う
よ
う
な

観
点
か
ら
の
言
説
が
目
立
っ
た
。

特
に
「
淫
紋
」
と
呼
ば
れ
る
体
に
描
か
れ
た
紋
様
や
半
裸
の
状
態
で
あ
る
こ
と
が

問
題
視
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
っ
た
。

し
か
し
、
そ
の
店
舗
の
客
層
を
鑑
み
て
不
適
切
と
い
う
な
ら
と
も
か
く
、
あ
た
か

も
何
ら
か
の
法
に
反
し
て
い
る
か
の
よ
う
な
、
ま
た
は
、
良
識
を
疑
う
と
い
う
よ

う
な
向
き
の
“
道
徳
的
な
”
意
見
に
は
首
を
傾
げ
る
。

展
示
物
が
刑
法
１
７
５
条
の
わ
い
せ
つ
物
で
は
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
し
、

「
淫
紋
」
や
そ
の
モ
チ
ー
フ
に
関
す
る
知
識
は
一
般
的
と
は
言
え
な
い
。（
モ
チ
ー

フ
の
問
題
で
言
え
ば
、
エ
イ
リ
ア
ン
の
フ
ィ
ギ
ュ
ア
は
言
語
道
断
と
い
う
こ
と
に

な
る
。）

ポ
ル
ノ
と
い
う
語
句
も
、
一
般
的
に
想
像
す
る
も
の
（
児
童
ポ
ル
ノ
、
ポ
ル
ノ
雑

誌
な
ど
）
か
ら
外
れ
て
い
る
。

ま
た
、
梅
田
ロ
フ
ト
で
は
、
過
去
に
は
男
性
タ
レ
ン
ト
の
ヌ
ー
ド
写
真
集
の
展
示

も
行
っ
て
い
た
よ
う
だ
。

店
舗
側
の
裁
量
で
決
め
る
物
事
を
、「
公
共
の
場
」
と
い
う
概
念
を
持
ち
出
し
て
断

罪
で
き
る
場
に
引
き
ず
り
込
む
、
後
方
株
主
面
な
ケ
ー
ス
が
あ
ま
り
に
も
多
い
。

Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
噴
出
せ
ず
に
お
客
様
の
声
と
し
て
投
書
し
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
か
？



編集後記
今回は久しぶりにリアルでのコミケが開かれ、AFEE マガ
ジンとコミケ街宣と久しぶりにセットで行うことが出来ま
す。開催に向け尽力頂いた関係者の皆さんに感謝いたしま
す。また、AFEE は女性支部を立ち上げました。男女共同
参画などの問題に対し、エンタメに接する女性としての意
見を言っていくつもりです。 代表：坂井崇俊

AFEE 女性支部へ反響を多数賜り深く感謝申し上げます。
時限団体ですが数年単位で活動する予感がします。そう、
私は女性なのです。女性支部だけでなく、2015 年から役
員が男女混合編成だった AFEE を今後ともよろしくお願い
します。

編集委員・うどんのでんすけ

准編集委員のやみです。ポスティングは、ポストにチラシ
をシュートしてエリアを埋めていく楽しいゲーム。体調や
天候と相談しながら、できる応援をしていこうと考えてお
ります。

准編集委員：やみ⋈

久しぶりのコミケが楽しみです。公共の定義を教えて欲し
い今日この頃。

編集委員：しがない PG

久しぶりのコミケ。しっかり堪能したいですね、ここまで
頑張ってきた皆様に心から感謝を。AFEE 女性支部立ち上
げの記事は今回特に読んでほしい記事です。
声をあげてくれた皆様、本当にありがとうございます。
AFEE 会員向け Discord ありますので、是非会員登録お願
いしますね＾＾ v 編集委員：ぴろ

私事ですが、実は来年から新しい職場で再スタートするこ
とになりました。環境はガラリと変わりますが、AFEE の
活動は引き続き頑張っていきたいと思います。

編集委員：はる

内科医のﾖｼﾀﾞです…ﾏｼﾞでこの世の全ての反ﾂｲﾌｪﾐに教えて
あげたいんだが戦う民主主義には全ての人間を是認させる
禁断の理念がある。これが「寛容さを堅持したければ不寛
容者には不寛容でいろ」という物だからぜひ全国のﾂｲﾌｪﾐ
好き、ﾂｲﾌｪﾐを愛する者たち、ﾂｲﾌｪﾐを憎む者たち、全ての
表現関係者に伝われ 編集委員・漫画：よしだまさのり

毎号締切を守ることを心がけてきましたが、今回ばかりは時
間と気力がぎりぎりで、原稿を落とす寸前まで行きました。
うん、俺これからもがんばるよ

編集委員・デザイン：中谷基志

リアルイベントがなかなか開催できない中、ようやくコミッ
クマーケットが復活できて良かったと思っています。私事で
すが、私もサークル参加するので嬉しいです。2年ぶりのコ
ミケを盛り上げていきましょう！

編集委員：近藤顕彦

「表現を脅かすクレーム」の問題が今年は特に激化し、コンテ
ンツを守るための活動が今まで以上に必要な時期になったよ
うに思います。有権者・消費者として、応援や買い支え等の
ポジティブな行動でマンガ・アニメ・ゲームの未来を拓くムー
ブを、2022年以降一層広めて行きたいです！

副代表：温泉半熟卵

待ちに待ったコミケの開催。完全に元通りではありません
が、エアコミケなどネットワーク越しに培ったノウハウな
どを元に、さらに発展していけるといいですね。AFEE で
も会員向けDiscord やオンライン勉強会など今後も続けつ
つ、さらに多くの方に参加していただけたらいいなと思い
ます。 代表補佐・デザイン：榊原大輔

都議選、衆院選と大きな選挙があって、政治応援の有志メ
ンバーがたくさん増えて心強いです。お陰で振り返りの座
談会もかなりのボリュームに。この熱量を首都圏以外にも
拡げたいなー。仲間は常に募集中！

編集委員：炬燵どらごん
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